
近
世
僧
位
僧
官
の
叙
任
経
路
に
関
す
る
一
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察

i
北
野
社
を
素
材
と
し
て
一

石

津

裕

之

近世僧位僧官の叙任経路に関する一考察（石津）

門
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
曼
殊
院
門
跡
が
管
轄
し
た
北
野
社
を
素
材
と
し
て
、
被
叙
任
者
・
門
跡
・
朝
廷
の
三
者
の
動
向
か
ら
浮
か
び
上
が
る
叙
任
経
路
の

実
態
を
描
出
す
る
と
と
も
に
、
個
別
門
跡
が
管
掌
す
る
叙
任
経
路
に
関
す
る
先
行
研
究
の
妥
当
性
を
検
証
し
た
。
旦
国
体
的
に
は
、
北
野
社
の
叙
任
経
路
が

如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
分
析
す
る
と
い
う
手
法
を
採
り
つ
つ
、
安
永
年
間
の
宮
位
を
め
ぐ
る
動
き
（
安
永
…
件
）
の
全
貌
解
明
に
取
り
組
ん
だ
。

そ
の
結
果
、
叙
任
経
路
を
め
ぐ
っ
て
は
、
叙
任
主
体
を
変
更
す
る
か
否
か
と
い
う
次
元
で
問
題
化
す
る
場
合
が
あ
り
、
三
者
の
動
向
が
せ
め
ぎ
合
う
中
で

変
更
の
是
非
が
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
先
行
研
究
の
理
解
か
ら
漏
れ
る
叙
任
経
路
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
北
野
社

は
神
社
伝
奏
と
関
係
を
有
す
る
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
如
上
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
同
社
に
お
け
る
神
杜
伝
奏
の
問
題
に
も
論
及
し
、
従

来
は
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
僧
俗
の
官
位
を
区
別
し
な
い
神
社
伝
奏
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
　
　
　
　
史
林
九
九
巻
五
号
　
二
〇
＝
ハ
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
日
本
近
世
国
家
に
お
け
る
天
皇
・
朝
廷
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
柄

に
属
す
る
。
そ
の
中
で
論
点
と
な
っ
た
事
象
の
一
つ
が
官
位
で
あ
り
、
特
に
武
家
宮
位
を
対
象
と
し
て
叙
任
手
続
き
の
実
態
や
大
名
編
成
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

機
能
に
つ
い
て
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
武
家
以
外
の
官
位
に
つ
い
て
は
、
宮
地
正
人
氏
が
幕
府
の
身
分
行
政
に
官
位
が
機

　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

馨
し
て
い
た
と
述
べ
て
以
来
、
僧
侶
、
職
人
、
絵
師
、
医
師
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
実
態
が
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
武
家
官
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位
ほ
ど
に
は
十
分
に
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
そ
う
し
た
研
究
史
の
中
で
注
囲
さ
れ
る
の
が
、
高
埜
利
彦
氏
の
論
考
で
あ
る
。
高
埜
氏
は
、
宮
地
氏
の
提
示
し
た
見
通
し
を
踏
ま
え
つ
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
近
世
の
僧
位
僧
官
補
任
制
度
の
実
態
」
（
～
六
六
頁
）
の
解
明
に
取
り
組
み
、
近
世
中
後
期
の
史
料
を
素
材
と
し
て
、
僧
位
僧
官
の
叙
任
経
路

を
次
の
ご
と
く
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
「
門
跡
の
存
在
す
る
宗
派
に
つ
い
て
は
、
門
跡
が
永
宣
旨
に
よ
っ
て
権
大
僧
都
・
法
印
ま
で

勅
許
を
得
ず
に
補
任
」
し
、
「
そ
れ
よ
り
高
位
は
、
門
跡
の
執
奏
で
勅
許
を
受
け
」
た
、
②
「
門
跡
の
存
在
し
な
い
宗
派
や
無
本
寺
の
場
合
の

官
位
補
任
は
、
寺
社
伝
奏
の
執
奏
に
よ
っ
て
、
最
下
位
の
官
位
か
ら
勅
許
を
受
け
一
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
一
六
六
頁
）
。
さ
ら
に
氏
は
、

③
「
よ
り
詳
細
に
官
位
補
任
の
制
度
の
実
態
と
そ
の
意
義
」
（
一
五
六
頁
）
を
分
析
す
る
た
め
、
天
台
宗
寺
門
派
門
跡
で
あ
る
聖
護
院
が
管
掌
す

る
修
験
本
山
派
山
伏
の
叙
任
経
路
に
限
定
し
て
考
察
を
試
み
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
僧
位
僧
号
は
「
幕
藩
制
国
家
に
適
応
的
な
、
宗
派
内
法
式

と
し
て
、
派
内
格
式
秩
序
維
持
と
、
身
分
制
維
持
の
機
能
と
し
て
働
い
て
い
た
」
（
一
六
五
～
一
六
六
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
高
埜
氏
の
論
考
は
、
今
な
お
近
世
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
基
礎
的
な
事
実
を
先
駆
的
に
明
ら
か
に
し
た
点
、
及
び
武
家
官
位
以

外
の
官
位
に
つ
い
て
、
そ
の
叙
任
経
路
の
全
体
像
の
復
元
を
試
み
た
と
い
う
点
で
、
研
究
史
上
、
重
要
な
意
義
を
持
つ
成
果
と
評
価
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
門
跡
が
管
掌
し
た
叙
任
経
路
に
つ
い
て
は
、
課
題
も
残
さ
れ
て
い
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
氏
は
、
上
述
の
ご
と
く
聖
護
院
が

管
掌
す
る
修
験
本
山
派
山
伏
の
叙
任
経
路
を
事
例
と
し
、
詳
細
な
「
官
位
補
任
の
制
度
の
実
態
」
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
の
叙
述
は
、
研
究
の
段
階
上
、
各
時
点
に
お
け
る
山
伏
の
叙
任
経
路
の
確
定
が
重
視
さ
れ
る
余
り
、
僧
位
僧
官
の
被
叙
任
者
や

執
奏
・
叙
任
を
損
う
門
跡
の
動
向
ま
で
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
点
に
、
不
十
分
さ
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
ま
た
、
直
接
的
に
高
埜
氏
の
見
解
を
批
判
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
以
下
に
見
る
貰
聞
和
夫
・
山
本
ゆ
か
り
両
氏
の
研
究
は
、
僧
位
僧
官
の

叙
任
経
路
を
考
え
る
上
で
、
被
叙
任
者
・
門
跡
に
加
え
て
朝
廷
の
動
向
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
職
人
受
領
を
分
析
し
た
山
口

氏
は
、
①
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
、
朝
廷
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
幕
府
が
受
領
を
勅
許
の
み
に
限
定
す
る
全
国
触
を
出
し
た
こ
と
、
②
そ
の
結

果
、
そ
れ
ま
で
永
宣
旨
に
よ
っ
て
独
自
に
職
人
受
領
を
認
め
て
き
た
仁
和
寺
・
勧
修
寺
・
大
覚
寺
の
三
門
跡
の
権
限
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
、
③
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三
門
跡
は
、
叙
任
権
の
安
堵
を
朝
廷
に
要
請
し
、
こ
れ
を
受
け
て
明
和
九
年
に
は
、
三
門
跡
に
よ
る
永
宣
旨
に
基
づ
く
受
領
を
認
め
る
触
が
出

さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
を
論
じ
て
い
る
。
一
方
、
山
口
氏
の
分
析
を
批
判
的
に
継
承
し
つ
つ
、
絵
師
の
僧
位
に
つ
い
て
検
討
し
た
山
本
氏
は
、
勅

許
に
よ
る
僧
位
（
勅
許
僧
位
）
と
門
跡
の
永
宣
旨
に
よ
る
僧
位
（
永
宣
旨
僧
位
）
を
区
別
し
た
上
で
、
①
朝
廷
が
勅
許
僧
位
の
優
位
性
を
保
と
う

と
し
、
永
宣
旨
僧
位
と
の
差
別
化
を
図
っ
て
い
た
こ
と
、
②
両
者
の
差
異
を
絵
師
も
認
識
し
て
お
り
、
永
宣
旨
僧
位
の
取
得
者
が
勅
許
僧
位
を

取
得
し
直
す
事
例
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
か
か
る
両
氏
の
成
果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
現
段
階
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、

被
叙
任
者
・
門
跡
・
朝
廷
の
三
者
の
動
向
に
注
意
し
つ
つ
、
高
埜
氏
が
照
射
し
き
れ
て
い
な
い
叙
任
経
路
の
実
態
を
描
出
す
る
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
加
え
て
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
高
埜
氏
が
門
跡
の
管
掌
し
た
叙
任
経
路
を
明
ら
か
に
す
る
に
当

た
っ
て
用
い
た
史
料
の
扱
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
門
跡
・
諸
寺
院
が
武
家
伝
奏
か
ら
の
尋
に

対
し
て
提
出
し
た
回
答
記
録
を
分
析
し
、
前
章
の
ご
と
く
門
跡
に
よ
る
執
奏
・
叙
任
の
原
則
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
史
料
的
性
格

に
は
注
意
を
要
す
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
回
答
は
、
各
門
跡
・
諸
寺
院
が
尋
ね
ら
れ
た
事
柄
に
対
す
る
＝
疋
の
判
断
を
し
つ
つ
、

何
を
回
答
す
る
か
を
取
捨
選
択
し
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
回
答
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
執
奏
・
叙
任
が
存
在
し
た
可
能
性
は
排

除
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
注
意
す
る
と
き
、
氏
が
提
示
し
た
門
跡
の
管
掌
す
る
叙
任
経
路
に
関
す
る
理
解
は
、
個
別
の
門
跡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

即
し
な
が
ら
、
検
証
す
る
必
要
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
関
心
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
、
天
台
宗
山
門
派
門
跡
で
あ
る
曼
殊
院
が
管
掌
し
た
北
野
社
の
叙
任
経
路
を
事
例
と
し
て
、
如
上
の
問

題
に
迫
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。
当
該
事
例
に
つ
い
て
、
高
埜
氏
は
、
右
に
見
た
元
文
四
年
の
回
答
記
録
の
内
、
曼
殊
院
か
ら
の
圓
答
を
引

用
し
た
上
で
、
「
曼
殊
院
の
み
は
代
々
別
当
を
世
襲
し
て
き
た
北
野
社
の
目
代
・
宮
仕
一
群
の
（
筆
者
註
、
官
位
の
）
補
任
を
独
自
に
行
な
っ
て

き
た
」
（
一
四
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
同
派
で
は
、
「
す
べ
て
山
門
（
比
叡
山
延
暦
寺
）
か
ら
直
に
官
位
補
任
を
す
る
」
（
一
四
八
頁
）
の
が
原
則

で
あ
り
、
曼
殊
院
の
特
殊
性
が
際
立
つ
が
、
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
氏
は
特
に
言
及
を
し
て
お
ら
ず
、
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
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但
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
上
述
し
た
回
答
記
録
の
史
料
的
性
格
で
あ
り
、
こ
の
曼
殊
院
と
北
野
社
に
関
す
る
高
埜
氏
の
叙
述
も

ま
た
、
そ
の
史
料
的
性
格
に
起
因
す
る
限
界
の
内
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
曼
殊
院
か
ら
北
野
社
に
視
点
を
移
し
、

同
社
の
叙
任
経
路
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
と
い
う
立
場
を
採
り
た
い
。
何
故
な
ら
、
北
野
社
に
分
析
視
座
を
置
く
こ
と
で
、

右
の
回
答
記
録
に
お
け
る
曼
殊
院
の
見
解
か
ら
は
窺
い
得
な
い
、
同
社
の
執
奏
・
叙
任
の
全
体
像
を
分
析
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
筆
者
は
北
野
社
に
つ
い
て
、
安
永
期
に
お
け
る
官
位
叙
任
を
め
ぐ
る
動
き
（
以
下
、
安
永
～
件
）
に
関
し
て
、
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
言
及

　
　
　
　
　
　
⑨

し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
安
永
一
件
の
全
貌
を
解
明
す
る
と
い
う
方
法
を
採
り
つ
つ
、
考
察
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
理
由
は
、
や
や
結
論
め
い
た
も
の
と
な
る
が
、
右
に
述
べ
て
き
た
問
題
と
関
わ
る
形
で
同
社
の
叙
任
経
路
の
在
り
方
が
同
時
代
に
お
い
て

大
き
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
が
、
当
該
の
安
永
一
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
主
に
扱
う
時
期
は
近
世
中
期
と
な
る

が
、
高
埜
氏
も
近
世
中
後
期
を
分
析
対
象
に
し
て
い
る
た
め
、
右
の
課
題
に
照
ら
し
て
、
対
象
時
期
に
関
す
る
支
障
は
な
い
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
北
野
社
と
い
う
神
社
を
素
材
と
す
る
本
稿
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
近
世
の
神
社
・
神
職
史
研
究
に
も
資
す
る
と
考
え

る
。
既
知
の
よ
う
に
江
戸
幕
府
に
よ
る
神
社
・
神
職
編
成
は
、
吉
田
家
と
神
社
伝
奏
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
十
分

に
実
態
解
明
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
旧
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
二
十
二
社
に
列
す
る
こ
と
か
ら
神
社
伝
奏
と
の
関
係
を
有
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
北
野
社
を
事
例
と
し
て
、
神
社
伝
奏
と
神
社
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
官
位
執
奏
権
を
誰
が
掌
握
し
て
い
る
か

と
い
う
点
に
分
析
視
角
を
限
定
し
た
た
め
、
そ
れ
以
外
の
神
社
伝
奏
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
論
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、
上
述

の
よ
う
に
神
社
伝
奏
は
、
吉
田
家
と
と
も
に
神
社
・
神
職
編
成
の
要
で
あ
り
、
そ
の
実
態
解
明
を
進
め
る
こ
と
は
、
近
世
の
神
社
・
神
職
を
捉

え
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
官
位
を
扱
う
本
論
部
分
で
の
検
討
に
基
づ
き
つ
つ
、
神
社
伝
奏
の
実
態
に
つ
い
て
、
先
行
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

究
が
見
逃
し
て
き
た
点
を
中
心
に
論
及
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
そ
の
こ
と
は
、
起
稿
②
で
残
し
た
課
題
を
克
服
す
る
だ
け
で
な
く
、
個
別
神

社
を
対
象
と
し
た
神
社
伝
奏
の
実
態
に
関
す
る
研
究
の
活
性
化
に
も
繋
が
る
と
考
え
る
。
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①
代
表
的
な
成
果
と
し
て
、
橋
本
政
宣
編
欄
近
世
武
家
官
位
の
研
究
㎞
（
続
群
書

　
類
従
完
成
会
、
一
九
九
九
年
）
が
あ
る
。

②
宮
地
正
人
「
幕
藩
制
下
の
官
位
官
職
制
度
」
（
呪
天
皇
制
の
政
治
史
的
研
究
㎞
校

　
倉
書
房
、
一
九
八
一
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）
。

③
　
近
世
の
窟
位
に
関
す
る
諸
研
究
は
、
鍛
治
宏
介
氏
が
網
羅
的
に
整
理
を
し
て
い

　
る
（
門
江
戸
時
代
に
お
け
る
医
師
の
僧
位
叙
位
手
続
き
扁
（
勝
山
清
次
編
『
南
都
寺

　
院
文
書
の
世
界
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
、
「
は
じ
め
に
」
）
。

④
高
埜
利
彦
「
近
世
の
僧
位
僧
官
」
（
醐
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
㎞
東
京
大

　
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
八
○
年
）
。
以
下
、
高
埜
氏
の
叙
述
に
拠

　
る
際
に
は
、
同
書
に
お
け
る
頁
数
を
付
記
す
る
。

⑤
高
埜
氏
は
、
「
補
任
」
と
い
う
表
記
を
用
い
て
い
る
が
、
武
家
人
位
研
究
を
始

　
め
と
す
る
先
行
研
究
の
多
く
が
「
叙
任
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、

　
氏
に
よ
る
叙
述
の
引
用
を
除
き
、
基
本
的
に
「
叙
任
」
を
用
い
る
。
な
お
、
門
叙

　
任
」
と
は
、
位
踏
に
叙
し
、
官
職
に
任
じ
る
こ
と
の
総
称
で
あ
る
た
め
、
位
階
・

　
官
職
の
い
ず
れ
か
の
み
に
関
し
て
い
う
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
叙
す
る
・
任
ず
る
な

　
ど
と
使
い
分
け
る
。

⑥
朴
澤
直
秀
「
近
世
の
仏
教
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
輪
近
世
二
、
岩
波
書
店
、

　
二
〇
一
田
同
年
）
、
　
二
山
ハ
○
胃
貝
。

⑦
山
口
和
央
「
職
人
受
領
の
近
世
的
展
開
」
（
『
日
本
歴
史
輪
五
〇
五
、
一
九
九
〇

　
年
）
、
山
本
ゆ
か
り
「
永
宣
旨
に
よ
る
絵
師
の
僧
位
再
考
－
勅
許
に
よ
る
僧
位

　
と
の
差
異
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
武
田
庸
一
一
郎
他
編
叫
近
世
御
用
絵
師
の
史
的
研

　
究
－
幕
藩
制
祉
会
に
お
け
る
絵
師
の
身
分
と
序
列
1
』
思
文
豪
出
版
、
二
〇

　
〇
八
年
）
。

⑧
　
な
お
、
林
淳
氏
は
、
全
宗
派
の
僧
階
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
高
埜
論
文
を
批
判

　
的
に
検
討
し
て
い
る
が
（
「
近
世
の
僧
階
に
関
す
る
　
考
察
－
僧
と
俗
の
視
点

　
か
ら
！
扁
（
『
臼
本
仏
教
学
会
年
報
㎞
五
九
、
一
九
九
四
年
）
）
、
本
稿
が
指
摘
す

　
る
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
は
雷
及
が
な
い
。

⑨
拙
稿
「
近
世
中
後
期
の
二
十
二
社
と
朝
廷
一
北
野
社
を
素
材
と
し
て
一
」

　
（
朝
幕
研
究
会
編
『
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
　
第
六
回
大
会
成
果
報
告
集
』
、

　
二
〇
一
五
年
、
以
下
、
出
稿
①
）
。

⑳
拙
稿
「
近
世
に
お
け
る
神
社
伝
奏
に
関
す
る
一
考
察
－
北
野
社
を
素
材
と
し

　
て
i
扁
（
門
日
本
史
研
究
匝
六
三
七
、
二
〇
一
五
年
、
以
下
、
前
稿
②
）
。

⑪
　
な
お
、
近
世
北
野
社
に
関
し
て
は
、
前
稿
②
で
も
触
れ
た
よ
う
に
研
究
が
非
常

　
に
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
一
方
、
中
世
北
野
社
の
研
究
は
、
近
年
も
論
文
集

　
が
刊
行
さ
れ
る
な
ど
盛
ん
で
あ
る
（
瀬
田
勝
哉
編
著
『
変
貌
す
る
北
野
天
満
宮

　
一
中
世
後
期
の
神
仏
の
世
界
－
幅
平
凡
社
、
二
〇
一
五
年
）
。
本
稿
は
、
か

　
か
る
現
状
に
留
ま
る
近
世
北
野
社
研
究
に
つ
い
て
、
そ
の
進
展
を
図
る
と
い
う
意

　
義
も
帯
び
る
も
の
で
あ
る
。

第
【
章
　
近
世
北
野
社
の
内
部
組
織
と
叙
任
経
路
を
め
ぐ
る
基
礎
的
考
察

第
　
節
　
内
部
組
織
を
め
ぐ
っ
て

本
章
で
は
、
近
世
北
野
社
の
内
部
組
織
と
、
安
永
期
以
前
の
叙
任
経
路
を
確
認
し
た
い
。
な
お
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
前
稿
②
で
も
論
じ
た
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が
、
安
永
一
件
を
よ
り
内
在
的
に
理
解
す
る
た
め
、
前
罪
②
に
拠
り
つ
つ
も
、
そ
こ
で
は
論
じ
切
れ
な
か
っ
た
内
部
組
織
の
特
質
に
迫
る
形
で

検
討
を
行
い
た
い
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
享
保
期
以
前
の
叙
任
経
路
を
前
轍
②
で
既
に
分
析
し
た
が
、
高
埜
利
彦
氏
に
よ
る
北
野
社
の

叙
任
経
路
を
め
ぐ
る
理
解
の
検
証
を
行
い
つ
つ
、
安
永
一
件
で
顕
在
化
す
る
問
題
点
を
新
た
に
提
示
し
た
い
と
の
意
図
か
ら
、
本
稿
で
も
改
め

て
安
永
期
以
前
の
叙
任
経
路
の
確
認
を
行
う
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
以
下
、
本
節
で
は
、
前
者
に
関
し
て
分
析
を
加
え
る
。

　
ま
ず
は
、
前
著
②
の
成
果
を
踏
ま
え
、
近
世
北
野
社
の
内
部
組
織
の
概
要
を
提
示
し
よ
う
。
主
祭
神
を
菅
原
道
真
と
す
る
北
野
社
は
、
天
暦

元
年
（
九
四
七
）
に
創
建
さ
れ
た
が
、
近
世
に
お
い
て
は
、
別
当
で
あ
る
曼
殊
院
（
皇
子
・
宮
家
王
子
が
門
主
と
な
り
、
坊
官
・
諸
大
夫
を
主
な
構
成

員
と
す
る
）
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
。
内
部
組
織
の
主
な
構
成
員
は
、
胴
官
・
宮
仕
・
目
代
・
平
入
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
曼
殊
院
が
別
当

と
し
て
補
任
し
て
い
た
。
嗣
官
は
、
神
事
の
運
営
主
体
で
あ
り
、
松
梅
院
・
徳
勝
院
・
妙
蔵
院
が
あ
っ
た
。
宮
仕
は
、
約
三
十
家
七
十
人
か
ら

成
り
、
祠
官
の
下
で
社
殿
の
管
理
な
ど
を
担
っ
た
。
目
代
は
、
曼
殊
院
と
他
の
構
成
員
の
取
次
を
担
い
、
　
家
が
存
続
し
た
。
神
人
は
、
門
前

の
西
京
に
居
住
し
、
数
十
人
前
後
か
ら
成
っ
て
い
た
。
神
人
は
、
文
安
元
年
（
～
四
四
四
）
に
北
野
社
の
社
殿
を
焼
失
し
て
し
ま
う
事
件
の
一

因
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
祠
官
・
宮
仕
か
ら
「
立
敵
」
と
し
て
敵
視
さ
れ
、
近
世
に
は
年
六
度
ほ
ど
神
供
を
献
じ
る
の
み
に
北
野
社
へ
の
関
与

が
限
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
祠
官
・
宮
仕
・
目
代
は
、
世
襲
形
態
を
取
り
な
が
ら
も
僧
体
で
あ
っ
た
一
方
、
神
人
は
俗
体
で
あ
っ
た
。

　
か
か
る
概
要
を
押
さ
え
た
上
で
、
次
に
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
な
ぜ
北
野
社
と
い
う
神
社
に
僧
位
僧
官
に
叙
任
さ
れ
る
僧
体
の
構
成
員
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

存
在
し
た
の
か
、
と
い
う
本
稿
の
大
前
提
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
佐
藤
眞
人
氏
の
指
摘
が
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
氏

は
、
「
近
世
に
い
た
る
時
代
の
神
社
の
習
合
形
態
を
大
ま
か
に
類
型
化
す
れ
ば
、
第
一
に
伊
勢
神
宮
や
賀
茂
社
の
よ
う
に
原
則
と
し
て
日
常
的

に
仏
法
を
忌
避
す
る
神
社
が
あ
り
、
第
二
に
神
宮
寺
を
付
設
し
な
が
ら
も
寺
院
と
は
別
個
の
祠
職
組
織
を
有
し
、
神
仏
習
合
の
形
態
を
取
り
な

が
ら
も
公
的
な
祭
祀
の
場
に
お
い
て
は
仏
法
を
忌
避
す
る
大
多
数
の
一
般
的
神
社
が
あ
り
、
第
三
に
神
社
と
寺
院
の
両
面
性
を
備
え
る
宮
寺
が

あ
っ
た
」
と
し
、
第
三
の
事
例
と
し
て
、
石
清
水
八
幡
宮
・
祇
園
社
に
加
え
、
本
稿
が
素
材
と
す
る
北
野
社
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
三

社
は
、
「
神
社
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
の
、
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
・
感
神
懸
（
中
略
）
・
北
野
宮
寺
の
よ
う
に
寺
院
名
を
併
称
し
文
字
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ど
お
り
神
社
と
寺
院
と
の
二
面
性
を
備
え
て
い
た
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
宮
寺
の
特
色
は
第
一
に
、
そ
の
祠
職
組
織
の
主
体
が
僧
侶
で
あ
り
、

寺
院
組
織
に
準
じ
て
検
校
（
長
吏
）
・
別
当
（
中
略
）
と
い
っ
た
職
階
が
組
織
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
」
と
述
べ
つ
つ
、
「
僧
侶
が
祠
職
組
織
を

掌
握
で
き
た
の
は
、
神
社
の
創
建
以
来
僧
侶
が
深
く
関
与
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
北
野
天
満
宮
（
筆
者
註
一
北
野
社
）
も

多
治
比
奇
子
ら
の
巫
祝
的
な
創
祀
者
の
ほ
か
に
天
台
系
の
寺
と
推
測
さ
れ
る
朝
日
寺
の
僧
が
関
与
し
、
天
台
宗
の
影
響
の
も
と
に
発
展
し
て
い

る
」
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　
佐
藤
氏
の
指
摘
は
、
直
接
的
に
は
平
安
・
鎌
倉
期
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
前
引
の
ご
と
く
近
世
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

展
望
し
て
三
区
分
が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
や
、
中
世
後
期
の
北
野
社
を
論
じ
た
研
究
を
参
照
す
る
限
り
、
氏
の
指
摘
は
、
申
世
を
通
じ
て
北
野

社
の
内
部
組
織
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
常
盤
に
つ
い
て
も
氏
の
指
摘
を
援
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
祠
官
・
宮
仕
と
い
う
神
事
の
運
営
や
社
殿
の
管
理
を
担
う
存
在
が
僧
体
で
あ
っ
た
こ
と
、
天
台
宗
の
門
跡
で
あ
る
曼
殊
院
が
別
当
と
し

て
補
任
権
の
掌
握
を
始
め
と
す
る
支
配
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
関
わ
っ
て
祠
官
ら
と
曼
殊
院
を
取
り
次
ぐ
目
代
が
僧
体
で
あ
っ
た
こ
と
、

と
い
っ
た
点
は
、
宮
寺
と
い
う
北
野
社
の
習
合
形
態
が
反
映
し
た
も
の
と
捉
え
う
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
付
註
し
て
お
く
と
、
天
台
宗
の
申
で

も
特
に
曼
殊
院
が
北
野
社
と
関
係
を
有
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
前
婦
②
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
寛
弘
元
年
（
～
○
〇
四
）
に
延
暦
寺
東
尾

坊
の
是
算
が
菅
原
氏
出
身
と
の
理
由
か
ら
北
野
別
当
職
に
補
任
さ
れ
、
曼
殊
院
が
こ
の
是
算
に
連
な
る
門
跡
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
以
上
は
僧
体
の
構
成
員
に
関
す
る
検
討
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、
俗
体
の
神
人
で
あ
る
。
中
世
後
期
～
近
世
前
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

神
人
に
つ
い
て
論
じ
た
三
枝
暁
子
氏
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
①
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
か
ら
同
四
年
に
か
け
て
、
神
人
が
、

北
野
社
へ
の
「
社
参
」
や
曼
殊
院
か
ら
の
補
任
を
要
求
し
て
お
り
、
こ
れ
は
中
世
に
は
な
い
「
近
世
移
行
期
に
お
け
る
新
た
な
現
象
と
し
て
注

目
さ
れ
る
」
、
②
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
、
「
「
神
人
装
束
」
着
用
の
た
め
の
「
補
任
」
訴
訟
が
神
人
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
」
、
神
入
を
「
神
敵
」

と
す
る
祠
官
・
宮
仕
に
反
対
さ
れ
つ
つ
も
、
同
年
に
補
任
が
な
さ
れ
た
、
③
「
装
束
」
は
、
元
禄
二
年
に
は
許
可
さ
れ
な
い
も
の
の
、
翌
々
元

禄
四
年
の
二
月
二
十
五
日
（
菅
原
道
真
の
忌
臼
）
に
行
わ
れ
た
社
殿
に
お
け
る
神
供
調
進
の
際
に
は
、
本
来
な
ら
ば
宮
仕
に
神
供
を
渡
す
の
み
で
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よ
い
は
ず
の
神
人
が
、
「
装
束
」
を
着
し
た
上
で
、
奉
幣
を
行
っ
た
、
④
「
装
束
」
は
、
神
人
が
社
参
を
し
た
上
で
神
供
調
進
時
に
奉
幣
を
す

る
た
め
の
「
重
要
な
道
具
立
て
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
西
京
に
あ
っ
た
北
野
社
の
御
旅
所
で
、
神
人
が
祠
官
・
宮
仕
と
別
個
に
行
う
祭
祀
に
お

い
て
、
「
西
京
神
人
の
祭
祀
が
「
神
職
」
に
よ
る
祭
祀
で
あ
る
こ
と
を
視
覚
的
に
裏
付
け
る
役
割
を
果
た
し
た
」
。

　
こ
の
三
枝
氏
の
成
果
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
近
世
に
至
っ
て
神
人
は
、
中
世
と
は
異
な
る
形
で
内
部
組
織
に
定
位
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
評
価

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
祠
官
・
宮
仕
・
目
代
と
同
様
に
曼
殊
院
か
ら
補
任
を
受
け
る
こ
と
で
、
神
人
は
、
祠
官
を
始
め
と
す
る
僧
体
の
構
成
員

と
補
任
面
に
お
い
て
同
じ
位
置
に
立
つ
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
社
殿
に
お
い
て
「
装
束
」
を
着
用
し
て
神
供
調
進
を
行
う
「
神
職
」
と
い
う

様
相
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
形
で
俗
体
の
神
人
の
内
部
組
織
に
お
け
る
位
置
が
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
相
対
的
に
浮
上

し
た
こ
と
は
、
近
世
に
お
け
る
北
野
社
の
習
合
形
態
が
、
前
述
の
ご
と
く
祠
官
な
ど
の
僧
体
の
構
成
員
が
存
在
す
る
と
い
う
中
世
に
連
続
す
る

面
も
あ
る
一
方
、
中
世
と
同
一
で
は
な
い
面
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
こ
こ
ま
で
の
小
括
を
し
た
い
。
近
世
北
野
社
に
は
、
宮
寺
と
い
う
習
合
形
態
に
規
定
さ
れ
、
祠
官
・
宮
仕
・
目
代
と
い
う
僧
体
の
構
成
員
が

存
在
す
る
と
と
も
に
、
曼
殊
院
が
別
当
と
し
て
支
配
を
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
中
世
以
来
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
一
方
で
、
近
世
に
特

徴
的
な
現
象
と
し
て
、
俗
体
の
神
人
が
内
部
組
織
に
｝
定
の
立
ち
位
置
を
確
保
し
て
い
た
。
近
世
北
野
社
の
内
部
組
織
は
、
か
か
る
神
仏
習
合

と
い
う
面
で
の
特
質
を
帯
び
る
形
で
存
立
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
押
さ
え
た
上
で
、
安
永
期
以
前
の
叙
任
経
路
の
確
認
に
移
ろ
う
。

第
二
節
　
叙
任
経
路
を
め
ぐ
っ
て

ま
ず
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
高
埜
利
彦
氏
が
北
野
社
に
雷
及
す
る
際
に
用
い
た
史
料
を
引
用
し
よ
う
。

　
【
史
料
1
】
（
「
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
記
録
丁
二
十
五
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
）
）

　
一
僧
侶
之
官
位

　
勅
許
を
不
被
願
御
門
室
6
被
任
叙
候
哉
否
之
義
、
左
之
通
御
座
候
、
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御
寺
務
所
北
野
社
　
屠
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憂
殊
院
）

　
正
保
三
年
6
只
今
二
至
迄
当
御
門
室
6
法
橋
二
食
叙
候
、
遺
却
以
前
康
正
年
中
之
比
6
寛
永
年
中
之
比
迄
連
綿
候
面
法
橋
・
法
眼
被
叙
候
様
子
旧
記

　
二
相
見
江
申
候
、
勅
許
二
御
座
候
哉
御
門
室
6
被
免
候
哉
不
分
明
御
座
候
、

同
社
　
宮
仕
一
薦

　
天
正
之
比
6
当
時
二
至
運
綿
仕
、
時
之
一
部
当
御
門
室
6
法
橋
花
被
叙
候
、
但
其
以
前
応
永
以
前
之
義
は
尚
以
相
知
れ
不
否
諾
、

右
臼
代
・
宮
仕
叙
任
之
儀
脚
付
縮
雲
井
永
宣
旨
御
預
之
趣
ハ
不
相
見
候
、
北
野
差
別
当
職
慧
智
御
管
領
之
旨
論
旨
御
座
候
、
（
後
略
）

近世僧位僧官の叙任経路に関する一考察（石津）

　
こ
れ
は
、
元
文
四
年
に
門
跡
・
諸
寺
院
が
自
ら
の
権
限
で
如
何
な
る
叙
任
を
し
て
い
る
か
が
武
家
伝
奏
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
際
、
曼
殊
院

坊
官
か
ら
提
出
さ
れ
た
回
答
の
一
部
で
あ
り
、
高
埜
氏
は
、
こ
の
史
料
に
基
づ
い
て
、
前
述
の
ご
と
く
「
曼
殊
院
の
み
は
代
々
別
当
を
世
襲
し

て
き
た
北
野
社
の
目
代
・
宮
仕
～
脇
の
（
筆
者
註
、
官
位
の
）
補
任
を
独
自
に
行
な
っ
て
き
た
」
と
し
た
。
ま
ず
、
右
の
史
料
か
ら
は
、
目
代
は

法
橋
（
過
去
に
は
法
眼
ま
で
）
に
、
宮
仕
は
～
鵬
が
法
橋
に
曼
殊
院
か
ら
叙
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
高
埜
氏
の

解
釈
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
傍
線
部
に
見
え
る
よ
う
に
、
①
曼
殊
院
は
目
代
・
宮
仕
の
叙
位
に

関
わ
る
「
論
旨
井
永
宣
旨
」
を
朝
廷
か
ら
発
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
②
一
方
で
、
「
北
野
社
別
当
職
」
を
保
証
す
る
論
旨
を
所
有
し
て

い
た
こ
と
、
と
い
う
二
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
宣
旨
・
論
旨
の
有
無
が
後
述
す
る
安
永
一
件
に
お
い
て
重
要
な

意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
傍
線
部
か
ら
は
、
曼
殊
院
に
よ
る
「
目
代
・
宮
仕
叙
任
」
が
「
論
旨
井
永
宣
旨
」
で
は
な
く
、
「
北
野
社

別
当
職
」
を
保
証
す
る
論
旨
に
拠
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
、
元
文
四
年
当
時
の
曼
殊
院
坊
官
の
認
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

曼
殊
院
が
目
代
・
宮
仕
の
叙
位
を
行
い
え
た
背
景
に
は
、
曼
殊
院
の
所
有
す
る
論
旨
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
前
節
で
指
摘
し
た
是
算

以
来
の
「
北
野
悪
寒
当
職
」
を
世
襲
す
る
と
い
う
曼
殊
院
固
有
の
歴
史
的
経
緯
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
次
に
祠
官
で
あ
る
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
寺
社
奉
行
か
ら
の
尋
に
対
す
る
返
答
と
い
う
形
で
、
祠
官
・
宮
仕
か
ら
提
出
さ
れ
た
社
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
関
す
る
口
上
書
を
見
る
と
、
同
文
書
の
冒
頭
で
墨
描
院
な
ど
の
祠
官
三
家
は
、
「
御
寺
務
所
曼
殊
院
御
門
跡
二
而
、
送
呈
之
崩
御
支
配
、
官
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…
　
　
　
　
　
　
④

位
執
奏
被
成
下
候
事
」
と
返
答
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
、
嗣
官
の
官
位
が
曼
殊
院
の
執
奏
で
勅
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
但

し
、
曼
殊
院
に
よ
る
執
奏
は
、
次
に
引
用
す
る
目
代
の
日
記
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
近
世
を
通
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
も
注
意

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
徳
勝
聖
母
哲
・
禅
智
が
そ
れ
ぞ
れ
権
大
僧
都
と
法
眼
の
執
奏
を
曼
殊
院
に
出
願
し
た

際
、
曼
殊
院
坊
官
は
執
奏
の
是
非
を
目
代
と
相
談
し
た
が
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
事
情
を
目
代
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
【
史
料
2
】
（
「
目
代
家
日
録
」
（
北
野
天
満
富
所
蔵
）
、
寛
保
三
年
十
二
月
十
日
条
、
□
は
虫
損
を
示
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曼
殊
院
）

　
　
抑
今
度
祠
官
中
叙
位
黒
蝿
等
御
寺
務
へ
願
報
身
者
、
享
保
廿
年
松
梅
院
と
徳
勝
院
と
席
次
異
論
有
之
、
相
済
候
後
、
御
寺
務
6
御
願
二
而
向
後
祠
官
官
位

　
　
昇
進
之
執
奏
御
寺
務
6
被
遊
里
旨
御
願
二
付
、
御
願
之
野
蛮
仰
出
港
事
也
、
依
之
席
次
異
論
相
済
候
後
、
祠
官
中
へ
も
御
寺
務
6
此
已
後
御
寺
務
6
御
執

　
　
奏
鱗
被
遊
士
問
、
□
鼻
薬
心
得
首
玉
□
被
仰
渡
候
処
、
奉
畏
口
口
、
依
之
此
度
御
寺
務
御
執
奏
ノ
始
也
、
是
迄
ノ
昇
進
執
奏
菅
家
之
堂
上
方
舞
執
奏
候
事

　
　
也
、
（
後
略
）

　
①
享
保
二
十
年
（
｝
七
三
五
）
に
席
次
争
論
が
あ
っ
た
こ
と
、
②
争
論
後
に
曼
殊
院
が
祠
官
の
官
位
執
奏
を
行
い
た
い
と
願
い
、
そ
れ
が
承

認
さ
れ
た
こ
と
、
③
一
方
、
そ
れ
以
前
は
「
菅
家
之
堂
上
方
」
雛
菅
原
氏
の
公
家
が
執
奏
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が
分
か
る
。
元
禄
十
四
年
や

享
保
八
年
に
菅
原
氏
で
あ
る
高
辻
家
が
松
梅
院
の
僧
位
執
奏
を
行
っ
て
い
た
こ
と
や
、
享
保
二
十
年
の
席
次
争
論
と
執
奏
権
移
動
が
連
関
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
た
こ
と
は
、
既
に
前
稿
②
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
か
か
る
経
緯
を
踏
ま
え
て
右
の
相
談
は
な
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
此
度
御
寺
務
御
執
奏
ノ
始
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
許
可
以
降
、
当
該
年
ま
で
祠
官
か
ら
の
出
願
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
曼
殊
院
に
よ
る
執
奏
は
寛
保
三
年
に
開
始
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
享
保
二
十
年
に
曼
殊
院
自
身
が
能
動
的

に
執
奏
権
の
掌
握
を
企
図
し
、
そ
れ
が
成
就
し
て
い
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
曼
殊
院
よ
る
執
奏
と
い
う
叙
任
経
路
そ
れ
自
体
は
、
享

保
二
十
年
時
点
で
既
に
成
立
し
て
い
た
点
に
は
注
意
す
べ
き
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
の
執
奏
開
始
は
寛
保
三
年
で
あ
る
と
は
い
え
、
享

保
二
十
年
以
降
に
お
い
て
は
、
綱
官
の
官
位
は
曼
殊
院
に
よ
る
執
奏
を
以
て
勅
許
を
受
け
る
体
制
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
点
は
、
元
文
四
年
に
曼
殊
院
か
ら
提
出
さ
れ
た
回
答
記
録
（
【
史
料
1
】
）
か
ら
は
窺
い
得
な
い
実
態
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
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近世僧位僧官の叙任経路に関する一考察（石津：）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

同
記
録
に
祠
官
の
官
位
執
奏
が
記
さ
れ
な
か
っ
た
背
景
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
元
文
四
年
の
調
査
は
門
跡
・
諸
寺
院
自
身
の
権
限
に
よ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
叙
任
を
対
象
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
嗣
富
は
執
奏
を
経
て
勅
許
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
【
史
料
1
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
見
え
る
ご
と
く
、
曼
殊
院
か
ら
の
回
答
が
「
勅
許
を
不
歎
願
御
門
室
6
漸
縮
叙
候
哉
否
之
義
、
左
面
通
御
座
候
」
と
あ
る
点
と
も
対
応
し
て

い
る
。
勿
論
、
回
答
の
文
言
自
体
は
簡
素
な
も
の
で
あ
り
、
踏
み
込
ん
だ
分
析
は
控
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
元
文
四
年
か
ら
約
四
年
遡
る
享
保

二
十
年
時
点
に
お
い
て
、
武
家
伝
奏
へ
の
回
答
か
ら
漏
れ
る
北
野
社
の
叙
任
経
路
』
祠
官
の
執
奏
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
の
で

あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
北
野
社
の
叙
任
経
路
に
は
、
当
該
記
録
に
基
づ
く
高
埜
利
彦
氏
に
よ
る
理
解
か
ら
漏
れ
る
も
の
が
存
在
し
て
い

た
と
い
え
る
。

　
以
上
、
目
代
・
宮
仕
・
祠
官
の
僧
位
七
宮
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
が
、
実
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
官
位
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
神
人
の
官
位
で
あ
り
、
管
見
に
お
い
て
、
そ
れ
が
初
め
て
史
料
上
に
見
え
る
の
は
、
元
禄
二
年
で
あ
る
。
前
節
で
三
枝
暁
子
氏
の
成
果
に
拠

り
な
が
ら
兇
た
よ
う
に
、
同
年
に
は
、
神
人
が
「
装
束
」
着
用
と
補
任
を
求
め
て
運
動
を
起
こ
す
と
と
も
に
、
北
野
社
の
御
旅
所
で
祭
祀
を
行

う
な
ど
の
問
題
が
起
き
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
に
引
用
す
る
元
禄
二
年
五
月
十
七
日
の
宮
仕
の
公
務
日
誌
（
宮
仕
集
団
の

年
預
が
作
成
し
た
日
記
形
式
の
記
録
）
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
【
史
料
3
】
（
北
野
天
満
宮
史
料
刊
行
上
編
『
北
野
天
満
宮
史
料
　
宮
仕
記
録
臨
続
一
、
五
四
～
五
五
頁
）

　
　
一
章
難
響
也
・
帆
礫
首
夏
へ
．
趨
り
堕
云
（
中
略
）
今
度
禁
官
ヲ
噸
五
位
之
装
束
夫
人
前
こ
し
ら
へ
祭
を
渡
シ
可
罷
申
本
社
ニ
テ
成
不
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
殊
院
）

　
　
　
候
ハ
・
御
旅
所
二
三
祭
を
わ
た
し
可
申
様
二
野
候
、
参
河
守
な
と
・
云
名
を
可
被
下
望
、
（
中
略
）
古
キ
ロ
宣
有
之
由
二
而
旧
記
共
声
影
門
へ
懸
ケ
御

　
　
　
圏
遣
候
由
也
、
（
後
略
）

　
傍
線
部
は
、
宮
仕
が
徳
勝
院
か
ら
得
た
情
報
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
①
神
人
が
「
禁
官
」
を
望
み
、
「
五
位
之
装
束
」
目
位
砲
を

準
備
し
、
そ
れ
を
着
用
し
て
北
野
社
の
本
社
な
い
し
御
旅
所
で
祭
祀
を
行
お
う
と
し
て
い
る
、
②
神
人
が
口
宣
案
を
所
有
し
て
い
る
ら
し
い
、

と
い
っ
た
情
報
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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そ
の
後
の
動
き
を
追
う
と
、
前
王
②
で
述
べ
た
よ
う
に
、
同
年
十
一
月
目
菅
原
氏
で
あ
る
高
辻
場
長
に
よ
っ
て
、
神
人
の
位
階
執
奏
が
調
整

さ
れ
て
い
る
と
の
風
聞
が
あ
り
、
祠
官
・
宮
仕
・
目
代
が
高
辻
邸
を
訪
れ
、
反
対
し
た
結
果
、
執
奏
が
中
止
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
も
そ

も
神
人
は
、
「
神
敵
」
と
し
て
北
野
社
へ
の
関
与
が
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
叙
任
が
祠
官
や
宮
仕
か
ら
承
認
さ
れ
づ
ら
い
状
況
に
あ
っ

た
と
見
て
よ
い
。
と
は
い
え
、
僧
位
僧
官
に
叙
任
さ
れ
る
祠
官
・
宮
仕
・
目
代
だ
け
で
な
く
、
神
人
に
つ
い
て
も
、
そ
の
位
階
が
取
り
沙
汰
さ

れ
て
い
た
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
次
章
以
降
で
見
る
安
永
　
件
に
お
い
て
、
愚
挙
の
官
位
叙
任
が
再
び
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
五
位
之
装
束
」
1
1
位
炮
を
神
人
が
着
す
る
と
の
噂
が
流
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
高
辻
豊
長
に
よ
る
神
人
の
位
階
執
奏
計
画
の
情
報
が
齋
さ
れ
た
際
、
宮
仕
が
「
若
口
宣
ヲ
取
位
階
穏
健
者
、
其
装
束
ニ
テ
社
参
可
仕
事
決

　
⑦

定
也
」
と
述
べ
、
位
階
に
叙
さ
れ
れ
ば
、
神
入
が
「
其
装
束
」
1
1
位
鞄
を
着
用
し
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
北
野
社
へ
の
「
社
参
」
を
行
う
と
推
察

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
神
人
の
雑
考
着
用
を
祠
官
・
宮
仕
が
警
戒
す
る
背
景
に
は
、
元
禄
二
年
六
月
十
七
日
に
窯
業
院
・
宮
仕
が
曼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

殊
院
坊
官
に
「
社
参
装
束
二
而
此
方
明
暮
労
役
相
勤
評
者
ト
諸
事
之
様
」
と
訴
え
て
い
る
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
寒
入
が
装
束
を
着
用
す

る
こ
と
で
、
年
に
六
度
ほ
ど
神
供
を
調
進
す
る
の
み
の
神
人
と
、
恒
常
的
に
神
事
運
営
や
社
殿
管
理
を
し
て
い
る
「
此
方
」
1
1
祠
官
・
宮
仕
と

が
「
同
」
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
の
危
惧
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
は
、
位
階
執
奏
自
体
が
未
遂
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
も
の
の
、
祠

官
・
宮
仕
が
神
人
の
位
階
を
位
抱
着
用
と
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
元
禄
四
年
二
月
二
十

五
日
に
は
、
神
人
は
実
際
に
「
装
束
」
を
着
用
し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
位
抱
と
は
異
な
る
形
で
、
装
束
着
用
は
実
現
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
安
永
期
以
前
、
具
体
的
に
は
寛
保
四
年
以
前
を
対
象
と
し
て
、
叙
任
経
路
（
神
人
の
叙
位
未
遂
を
含
む
）
を
分
析
し
た
。
次
章
以
下
で

は
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
安
永
一
件
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
こ
う
。
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①
　
佐
藤
眞
人
「
宮
寺
の
神
仏
習
合
上
の
特
質
と
そ
の
変
容
－
朝
廷
祭
縄
と
の
関

　
連
を
め
ぐ
っ
て
i
」
（
罎
本
仏
教
研
究
会
編
『
日
本
の
仏
教
』
三
、
法
藏
館
、

　
一
九
九
五
年
）
、
一
三
五
～
一
三
六
頁
。
以
下
、
本
節
に
お
け
る
佐
藤
氏
の
叙
述

　
の
引
用
は
、
盗
該
頁
に
拠
る
。

②
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑪
瀬
田
勝
哉
編
著
『
変
貌
す
る
北
野
天
満
宮
－
中
世

　
後
期
の
神
仏
の
世
界
⊥
所
収
の
諸
論
文
。



近世僧位僧官の叙任経路に関する一考察（石津）

③
三
枝
暁
子
「
北
野
社
西
京
七
島
神
入
の
成
立
と
そ
の
活
動
」
（
『
比
叡
山
と
室
町

　
幕
府
一
寺
社
と
武
家
の
京
都
支
配
1
㎞
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、

　
初
出
二
〇
〇
七
年
）
、
一
六
八
～
一
七
二
頁
。

④
「
従
寺
社
御
奉
行
所
就
御
尋
差
出
候
社
格
書
写
」
（
「
光
乗
坊
文
書
」
、
東
京
大
学

　
史
料
編
纂
所
所
蔵
）
。

⑤
以
下
で
は
、
北
野
天
満
宮
所
蔵
の
史
料
を
用
い
る
場
合
、
北
野
天
満
宮
史
料
刊

　
行
装
編
『
北
野
天
満
宮
史
料
目
録
輪
（
北
野
天
満
宮
、
一
九
八
五
年
）
に
お
け
る

　
史
料
名
と
整
理
番
号
を
記
す
。
な
お
、
当
該
史
料
の
整
理
番
号
は
「
目
代
一
一

　
九
」
で
あ
る
。

⑥
席
次
争
論
と
執
奏
権
移
動
の
関
係
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
享
保

　
二
十
年
に
起
き
た
当
該
争
論
は
、
前
年
宋
に
法
印
と
な
っ
た
松
年
院
が
、
当
時
法

　
眼
で
あ
っ
た
徳
当
院
と
の
席
次
を
改
変
し
、
自
身
が
上
位
に
来
る
よ
う
に
主
張
し

　
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
翌
享
保
二
十
年
初
頭
に
徳
十
二
が
法
印
に
な
る
と
、
松

　
梅
院
は
、
僧
位
に
叙
さ
れ
た
時
点
の
前
後
を
論
拠
と
し
て
、
改
め
て
自
身
が
上
位

　
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
徳
勝
院
は
、
官
位
で
は
な
く
、

　
旧
来
か
ら
の
「
社
法
」
で
あ
る
法
繭
で
席
次
を
決
め
る
べ
き
と
し
て
対
立
が
激
化

　
し
、
最
終
的
に
京
都
所
司
代
に
よ
る
裁
許
に
よ
っ
て
、
事
実
上
の
徳
勝
院
の
勝
訴

　
に
終
わ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
曼
殊
院
は
隅
当
と
し
て
門
社
法
」
を
申
し
付

　
け
る
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
松
梅
院
、
及
び
欝
欝
院
の
主
張
の
論
拠
と

　
な
る
官
位
を
齎
す
菅
原
氏
に
よ
る
富
位
執
奏
が
、
曼
殊
院
に
と
っ
て
克
服
す
べ
き

　
課
題
と
し
て
映
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
裁
許
後
に
曼
殊
院
は
、
別

　
当
と
し
て
の
支
配
の
安
定
化
ほ
超
越
の
な
い
膓
次
の
設
定
を
望
み
、
朝
廷
に
出
願

　
し
た
と
こ
ろ
、
曼
殊
院
が
「
御
寺
務
所
」
1
1
別
当
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
中
御

　
品
等
・
桜
町
天
皇
の
勅
許
に
よ
っ
て
、
曼
殊
院
に
よ
る
執
奏
が
許
可
さ
れ
、
菅
原

　
氏
に
よ
る
執
奏
は
停
止
す
る
に
至
る
。

⑦
「
元
禄
二
乙
豊
年
五
月
十
二
日
神
人
品
薄
」
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
・
記
録
甲
九

　
一
）
、
十
一
月
二
十
三
日
灸
。

⑧
阿
右
、
六
月
十
七
日
条
。

第
二
章
　
安
永
二
～
三
年
に
お
け
る
諸
構
成
員
の
官
位
再
興

第
一
節
再
興
の
経
緯

　
安
永
一
件
の
概
略
を
予
め
述
べ
る
な
ら
ば
、
安
永
二
～
三
年
に
お
け
る
諸
構
成
員
の
官
位
再
興
と
、
そ
れ
を
受
け
た
安
永
五
～
六
年
に
お
け

る
官
位
を
め
ぐ
る
宮
仕
の
行
動
に
区
分
で
き
、
本
節
で
は
前
者
の
展
開
を
提
示
す
る
。

　
最
初
の
注
目
す
べ
き
動
き
は
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
六
～
十
月
に
か
け
て
見
ら
れ
た
祠
官
の
僧
官
再
興
で
あ
る
。
詳
し
い
経
過
に
つ
い

て
は
前
稿
①
で
述
べ
た
が
、
祠
官
の
官
位
の
内
、
僧
位
は
継
続
的
に
叙
さ
れ
て
い
た
～
方
、
僧
官
は
当
該
時
期
に
至
る
ま
で
中
絶
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
祠
窟
は
同
年
六
月
に
先
例
を
根
拠
と
し
て
曼
殊
院
に
執
奏
を
出
願
し
、
同
年
十
月
に
は
無
事
に
勅
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
に
続
い
て
動
き
を
見
せ
た
の
が
、
目
代
で
あ
る
。
安
永
二
年
十
二
月
に
目
代
は
、
先
例
を
根
拠
と
し
、
尊
母
と
国
名
の
再
興
を
曼
殊
院

に
出
願
し
た
。
し
か
し
、
前
稿
①
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
御
世
話
人
」
（
曼
殊
院
門
主
に
付
け
ら
れ
た
公
家
で
、
北
野
社
に
関
す
る
新
規
・
重
要
案
件
に

つ
い
て
、
曼
殊
院
坊
宮
が
適
宜
相
談
を
し
て
い
た
）
で
あ
る
平
松
時
行
が
、
再
興
の
是
非
を
相
談
し
に
来
た
曼
殊
院
坊
官
に
告
げ
た
の
は
、
当
該
時

期
の
政
治
情
勢
の
た
め
に
法
眼
と
国
名
の
再
興
は
難
し
い
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
政
治
情
勢
と
は
、
明
和
三
年
目
一
七
六
六
）
に
幕
府
が
勅
許
を
得
な
い
継
目
の
受
領
（
国
名
を
含
む
）
を
禁
止
し
た
と
こ
ろ
、
従
来
、
永

寒
冒
に
基
づ
き
勅
許
を
得
ず
に
職
人
受
領
や
画
師
・
医
師
へ
の
僧
位
を
許
可
し
て
き
た
、
仁
和
寺
・
大
覚
寺
・
勧
修
寺
門
跡
の
権
限
ま
で
も
が

否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
三
門
跡
は
自
身
の
権
限
圓
復
を
求
め
て
幕
府
に
掛
け
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
安
永
二
年
十
一
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
そ
の
交
渉
の
雪
中
で
あ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
何
故
こ
の
三
門
跡
に
よ
る
権
限
の
停
止
状
態
が
法
眼
と
国
名
の
再
興
に
関
わ
る
か

と
い
え
ば
、
門
史
料
1
】
に
基
づ
き
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
曼
殊
院
が
所
有
し
て
い
た
の
は
「
北
野
社
別
当
職
」
を
保
証
す
る
編
旨
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
松
時
行
は
、
こ
の
論
旨
を
、
三
門
跡
が
所
有
し
て
い
た
よ
う
な
権
限
を
門
跡
に
認
め
る
永
宣
旨
と
は
性
質
を

異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
、
曼
殊
院
の
権
限
に
よ
っ
て
法
眼
と
国
名
を
再
興
し
た
際
、
も
し
幕
府
か
ら
責
め
ら
れ
れ
ば
申
し
開
き
が
で

き
な
い
と
い
う
判
断
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
松
時
行
は
、
曼
殊
院
の
権
限
に
よ
る
再
興
が
障
害
で
あ
る
以
上
、
勅
許
と
し
て
再
興

す
れ
ば
問
題
は
な
い
、
と
曼
殊
院
坊
官
に
提
案
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
提
案
を
叙
官
が
容
れ
た
こ
と
で
、
目
代
の
法
眼
は
、
曼
殊
院
に
よ
る
執

奏
を
以
て
勅
許
を
受
け
る
形
で
再
興
し
た
の
で
あ
っ
た
（
国
名
は
受
領
に
含
ま
れ
る
た
め
、
出
願
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
）
。

　
以
上
は
愚
稿
①
で
述
べ
た
事
実
の
要
約
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
れ
に
前
後
し
て
宮
仕
も
動
き
を
見
せ
て
い
た
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
検
討
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
仕
中
）

よ
う
。
安
永
二
年
七
月
十
八
日
、
宮
仕
は
寄
合
を
開
き
、
「
此
節
祠
官
も
官
を
掛
ケ
目
代
幸
世
も
何
か
奉
早
言
と
の
苦
果
霊
薬
得
者
、
仲
ヶ
問

6
も
書
成
舌
痛
候
ハ
・
可
然
、
（
中
略
）
前
々
6
預
者
法
橋
御
免
二
候
得
共
、
法
眼
を
願
候
ハ
・
可
然
欺
、
併
此
儀
者
法
橋
二
而
も
藩
儒
事
故
、

　
　
　
　
　
　
　
　
②

衣
肥
培
願
致
候
・
翼
然
」
と
い
う
結
論
に
至
っ
て
お
り
、
宮
仕
が
、
祠
官
の
僧
官
再
興
や
目
代
の
出
願
に
託
け
て
、
自
身
の
「
衣
躰
」
に
関
す

る
願
い
を
曼
殊
院
に
対
し
て
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
右
の
寄
合
で
は
、
法
橋
に
叙
さ
れ
る
「
預
」
（
他
の
史
料
上
で
は
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③

「
小
身
」
と
し
て
散
見
す
る
）
1
1
宮
仕
一
脇
の
法
眼
昇
進
が
取
り
沙
汰
さ
れ
つ
つ
も
見
送
ら
れ
て
い
る
が
、
同
月
十
九
日
の
寄
合
で
は
、
「
惣
中

衣
躰
一
儀
、
一
昨
十
八
日
量
談
之
通
弥
中
指
出
し
候
ハ
・
可
墨
壷
之
義
、
年
寄
中
江
者
、
往
古
6
小
預
へ
御
許
容
有
之
十
二
十
為
准
、
法
橋
位

御
許
容
被
成
下
候
旨
も
願
候
ハ
・
可
然
」
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
小
事
の
法
眼
昇
進
で
は
な
く
、
小
預
へ
の
法
橋
叙
位
の
旧
例
に
準

じ
て
、
宮
仕
の
「
年
寄
中
」
（
後
述
）
を
法
橋
と
し
て
も
ら
え
る
よ
う
願
う
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
八
月
二
十
三
日
に
宮
仕
は
曼
殊
院
に
願
書
を
提
出
す
る
。
そ
の
内
容
は
「
一
管
小
藩
壱
人
紋
白
五
条
袈
裟
二
赦
免
被
成
下
、
次
上

座
五
人
之
者
往
古
6
小
預
江
御
許
轟
轟
成
下
候
例
二
上
為
准
、
法
橋
位
御
許
容
被
成
下
、
鈍
子
五
条
袈
裟
着
用
仕
候
様
奉
呈
候
、
次
中
皿
廿
人

車
達
而
御
赦
免
被
成
下
候
白
布
五
条
袈
裟
相
改
、
絹
地
色
五
条
袈
裟
着
用
仕
度
、
其
以
下
末
席
法
体
覇
者
不
残
是
迄
中
膓
江
御
赦
免
被
成
下
候

白
布
五
条
袈
裟
着
用
仕
度
、
且
又
一
統
垂
衣
之
地
合
絹
地
二
仕
着
用
仕
度
鼻
聾
候
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
宮
仕
が
新
規
の

装
束
着
用
と
上
座
五
人
の
法
橋
叙
位
を
出
願
し
た
こ
と
、
及
び
前
述
し
た
「
年
寄
中
」
が
一
璃
に
続
く
上
座
五
人
1
1
二
～
六
下
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
十
一
月
二
十
三
日
に
宮
仕
が
目
代
か
ら
聞
い
た
曼
殊
院
坊
官
の
見
解
は
、
「
数
ヶ
条
之
事
故
、
一
向
御
沙
汰
こ
も
不

被
及
候
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
目
代
は
、
出
願
項
目
の
「
数
を
減
シ
御
願
候
ハ
・
画
然
」
と
助
言
し
、
宮
仕
は
こ
れ
を
容

れ
、
十
二
月
三
日
に
寄
合
を
開
き
、
「
上
座
五
人
法
橋
願
、
小
羅
紋
白
袈
裟
願
、
上
座
五
人
鈍
子
袈
裟
等
相
止
」
る
な
ど
、
出
願
項
目
を
変
更

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
微
調
整
を
行
い
な
が
ら
宮
仕
は
出
願
を
繰
り
返
し
、
翌
安
永
三
年
二
月
十
三
日
、
生
癒
は
宮
仕
に
「
再
三
願
口
付
、
及

御
沙
汰
候
処
、
今
後
小
預
始
メ
客
分
難
中
へ
平
絹
張
衣
、
申
鵬
廿
人
へ
平
絹
単
衣
白
五
条
袈
裟
、
中
薦
以
下
へ
白
布
五
条
袈
裟
格
別
之
御
憐
敗
心

を
以
御
免
」
と
語
っ
て
お
り
、
出
願
当
初
の
種
類
と
は
異
な
る
も
の
の
、
新
規
の
装
束
着
用
が
曼
殊
院
か
ら
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
か
よ
う
に
宮
仕
は
、
新
規
の
装
束
着
用
と
上
座
五
人
目
法
橋
叙
位
を
出
願
し
、
目
代
と
の
調
整
を
行
う
中
で
、
前
者
を
簡
素
化
し
つ
つ
、
後

者
を
断
念
す
る
こ
と
を
経
て
、
新
規
の
装
東
着
用
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
祠
官
の
僧
官
再
興
に
始
ま
る
一
連
の
動
き

は
、
こ
れ
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
宮
仕
に
新
規
の
装
束
着
用
が
許
可
さ
れ
る
前
後
に
、
神
人
が
自
身
の
官
位
に
つ
い
て
動
き
を
見
せ
る
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
安
永
三
年
二
月
、
「
此
度
祠
官
・
目
代
中
絶
之
宮
位
再
興
被
仰
付
候
口
付
、
社
人
厨
口
も
願
上
北
由
、
口
宣
案
・
旧
例
等
申
上
」
と
目
代
は
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日
記
に
書
き
留
め
て
お
り
、
百
官
・
目
代
の
再
興
を
理
由
と
し
な
が
ら
、
神
人
（
史
料
上
で
は
「
社
人
」
）
が
口
宣
案
な
ど
を
用
い
て
、
官
位
再

興
を
出
願
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
同
年
七
月
末
、
曼
殊
院
は
神
人
の
叙
任
に
関
す
る
意
見
を
祠
官
と
宮
仕
か
ら
聴
取
し
（
後
述
）
、
そ
の
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

同
年
八
月
六
日
に
は
、
神
人
二
名
が
正
六
位
下
能
登
介
と
正
六
位
下
越
中
介
に
叙
任
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
安
永
七
年
に
神
人
が
曼
殊
院
に
提

出
し
た
願
書
に
は
、
「
北
野
社
社
人
等
中
絶
之
官
位
再
興
之
儀
、
去
安
永
三
年
八
月
御
里
奏
被
成
下
、
願
之
通
被
仰
付
、
上
首
両
人
能
登
血
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

宜
・
越
中
介
直
読
等
蒙
勅
許
冥
加
至
極
」
と
あ
り
、
こ
の
叙
任
が
曼
殊
院
に
よ
る
執
奏
を
経
て
勅
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
管
見
に
お
い
て
、
こ
の
神
人
の
叙
任
は
近
世
で
初
め
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
は
僧
位
僧
宮
に
叙
任
さ
れ
た
構
成
員
の
み
で
あ
っ
た

北
野
社
に
、
俗
の
官
位
に
叙
任
さ
れ
た
構
成
員
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
当
該
の
神
人
の
叙
任
は
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た

と
評
価
で
き
る
。
一
方
、
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
安
永
三
年
以
前
に
は
祠
官
・
宮
仕
が
神
人
の
叙
任
に
反
対
し
、

叙
任
を
阻
止
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
安
永
三
年
に
は
、
彼
ら
は
如
何
な
る
反
応
を
示
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と

な
る
。
そ
こ
で
、
節
を
改
め
、
祠
官
・
宮
仕
の
反
応
を
検
討
し
、
神
人
の
官
位
が
再
興
さ
れ
た
こ
と
の
影
響
を
見
極
め
た
い
。

第
二
節
　
神
人
の
官
位
叙
任
に
鰐
す
る
祠
官
・
宮
仕
の
反
応

　
上
述
の
ご
と
く
曼
殊
院
は
、
神
人
の
官
位
再
興
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
を
祠
官
・
宮
仕
に
求
め
て
お
り
、
安
永
三
年
七
月
晦
日

に
は
、
当
該
案
件
に
関
し
て
松
梅
院
と
宮
仕
役
者
が
対
談
し
て
い
る
。
宮
仕
役
者
は
「
神
人
位
階
在
之
事
、
旧
例
甚
不
審
」
と
し
、
先
例
に
疑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曼
殊
院
）

義
を
呈
し
た
一
方
、
松
梅
院
は
「
此
度
御
寺
務
へ
願
出
、
往
古
6
ロ
宣
所
持
致
候
ト
申
立
候
上
者
、
致
方
も
無
之
」
と
し
、
口
宣
が
あ
る
以
上

は
対
応
の
し
ょ
う
が
な
い
と
し
て
お
り
、
官
位
再
興
を
容
認
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宮
仕
が
従
来
通
り
の
慎
重
姿
勢

を
見
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
松
梅
院
は
こ
れ
ま
で
の
態
度
を
一
変
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
松
野
院
の
態
度
が
変
容
し
た
理
由

を
明
確
に
語
る
史
料
は
見
出
せ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
以
前
に
は
祠
官
・
宮
仕
が
協
調
し
て
神
人
の
叙
任
に
反
対
し
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、

祠
官
が
反
対
派
か
ら
離
脱
し
た
結
果
、
宮
仕
が
対
応
を
決
め
る
に
当
た
っ
て
苦
慮
す
る
状
況
に
置
か
れ
た
こ
と
は
指
摘
し
て
よ
い
。
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で
は
、
宮
仕
は
如
何
な
る
意
見
を
平
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
七
月
晦
日
に
行
わ
れ
た
宮
仕
に
よ
る
寄
合
は
、

　
【
史
料
4
】
（
「
日
記
」
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
・
宮
仕
一
九
五
）
、
安
永
二
年
七
月
晦
田
条
）

次
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

～
朝
飯
後
早
々
6
於
学
堂
寄
合
在
之
、
神
人
官
位
之
事
也
、
（
中
略
）
全
躰
此
度
神
人
官
位
之
主
管
宮
仕
中
山
不
好
儀
、
祠
官
自
代
神
人
者
贈
官
二
相
成
、

　
　
①

宮
仕
中
世
禁
官
こ
て
無
之
と
申
怪
態
以
心
外
之
至
、

時
位
階
昇
進
之
事
得
用
も
無
之
二
金
銀
ヲ
入
難
儀
、

宮
仕
中
6
末
席
之
神
人
禁
官
二
成
候
へ
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
〉

後
世
車
馬
望
之
趣
意
有
之
事
と
被
存
、
甚
不
案
心
也
、

社
格
之
席
超
越
潮
候
心
理
、
後
世
之
難
渋
、
其
上
当

主
併
此
度
位
階
進
候
蓮
差
当
り
格
別
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
も
無
之
、
人
之
宜
成
候
事
を
妨
候
様
二
世
間
へ
聞
へ
候
も
気
毒
、
宮
仕
中
も
禁
官
界
被
仰
出
法
事
二
も
候
ハ
・
神
人
共
之
儀
も
勝
手
次
第
之
事
、
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
其
儀
宮
仕
怯
者
往
年
6
宮
法
橋
御
免
之
事
故
、
却
而
邪
魔
二
成
、
禁
官
願
候
而
も
欝
明
キ
不
申
事
也
、
祠
官
中
海
段
々
海
進
冒
代
神
人
も
昇
進
、
宮
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

　
　
　
中
畑
振
残
シ
所
相
成
、
鼻
血
衣
躰
御
免
無
二
て
法
橋
滋
藤
者
御
取
上
無
之
、
ケ
様
之
成
行
二
二
者
後
世
衰
候
而
者
、
宮
仕
士
気
滅
亡
也
、
（
中
略
）
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
也
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
上
中
春
御
免
之
出
鼻
も
御
取
上
可
有
之
者
必
定
□
、
当
世
之
振
合
を
見
候
鳥
垂
雪
成
二
御
丙
申
、
又
時
節
を
見
合
、
宮
仕
立
も
禁
官
願
出
重
三
専
　
也
、

　
　
　
乍
去
神
人
二
付
而
者
、
先
橿
代
々
宮
仕
中
心
魂
ヲ
病
メ
血
鈴
懸
を
流
シ
、
苦
労
被
致
候
事
を
当
時
之
評
議
中
　
単
二
も
不
及
御
請
託
習
事
も
役
柄
心
外

　
　
　
之
至
、
併
惣
中
了
簡
も
不
承
上
者
、
何
事
も
大
切
之
儀
故
、
難
申
出
各
了
簡
も
承
候
上
、
得
と
可
講
評
談
、
（
後
略
）

　
傍
線
部
①
か
ら
は
、
宮
仕
が
神
人
の
叙
任
に
強
い
難
色
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
重
要
な
の
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
祠
窟
・
目

代
・
神
人
が
「
禁
官
」
1
1
勅
許
を
受
け
る
官
位
を
取
得
し
た
　
方
、
自
身
だ
け
が
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
神
人
の
叙
任
が
成
立
す
れ
ば

「
社
格
之
席
超
越
」
が
起
こ
る
と
危
惧
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
門
社
格
之
席
超
越
」
と
は
、
神
人
を
し
て
「
宮
仕
中
6
末
席
」
と
し

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
来
は
宮
仕
よ
り
下
位
に
あ
る
神
人
が
、
宮
仕
の
上
位
に
な
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
宮
仕
は
、
神
人
の
叙
任
を
、
自
身
と
神
人
の
上
下
関
係
1
1
序
列
を
改
変
さ
せ
う
る
も
の
と
見
な
し
、
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
尤
も
、
こ
う
し
た
改
変
が
生
じ
る
理
由
と
さ
れ
た
の
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
叙
任
の
有
無
で
は
な
か
っ
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
宮
仕
も
一
膓
が
曼
殊
院
か
ら
法
橋
に
叙
さ
れ
て
お
り
、
富
職
は
な
い
も
の
の
、
位
階
に
叙
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
神
人

と
同
じ
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
宮
仕
が
神
人
の
叙
任
を
警
戒
し
た
の
は
、
神
人
の
官
位
は
天
皇
に
よ
り
勅
許
さ
れ
る
も
の
で
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あ
っ
た
一
方
、
宮
仕
の
法
橋
は
、
曼
殊
院
か
ら
叙
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
の
が
傍
線
部
③
で
あ
り
、
宮

仕
は
自
身
の
法
橋
を
「
宮
法
橋
」
と
表
記
し
て
お
り
、
法
橋
を
「
宮
」
1
1
曼
殊
院
か
ら
叙
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
の
勅
許
と
「
宮
法
橋
」
に
関
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
由
本
ゆ
か
り
氏
の
研
究
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
氏

は
、
絵
師
の
僧
位
に
つ
い
て
、
勅
許
僧
位
と
永
宣
旨
僧
位
の
差
異
を
朝
廷
・
絵
師
双
方
が
認
識
し
、
朝
廷
御
用
絵
師
の
採
用
に
当
た
っ
て
は
勅

許
僧
位
が
優
位
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
右
に
見
た
宮
仕
の
危
惧
か
ら
は
、
絵
師
と
同
様
に
宮
仕
も
ま
た
、
勅
許
か
永
宣
旨
か
と
い
う

差
異
1
1
僧
位
を
与
え
る
主
体
が
天
皇
か
曼
殊
院
か
と
い
う
差
異
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
一
方
で
、
絵
師
の
場
合
と
は

異
な
る
点
と
し
て
宮
仕
に
関
し
て
特
筆
し
て
お
き
た
い
の
は
、
当
該
の
差
異
が
北
野
社
内
に
お
け
る
構
成
員
間
の
序
列
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
仕
は
、
僧
位
を
与
え
る
主
体
の
違
い
に
起
因
し
て
、
自
身
と
神
人
の
序
列
が
改
変
し
う
る
と
危
惧
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
勅
許
と
永
宣
旨
の
差
異
を
序
列
に
結
び
つ
け
る
意
識
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
官
位
と
は
、

そ
の
高
下
に
よ
っ
て
被
叙
任
者
を
序
列
化
す
る
こ
と
を
重
要
な
機
能
と
し
て
お
り
、
か
か
る
観
点
を
一
つ
の
視
角
と
し
な
が
ら
近
世
史
研
究
に

お
い
て
は
、
本
稿
冒
頭
に
言
及
し
た
よ
う
に
武
家
官
位
を
素
材
と
し
て
多
く
の
研
究
が
取
り
組
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
僧
位
僧
官
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

も
同
様
の
機
能
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
右
に
見
た
宮
仕
の
危
惧
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
僧
位
僧
官
の
場
合
、
少
な
く
と
も

被
叙
任
者
に
と
っ
て
は
、
高
下
の
み
な
ら
ず
、
勅
許
と
永
宣
旨
と
い
う
差
異
も
序
列
に
直
結
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
た
と
評
価
で
き

　
⑨

よ
、
つ
。

　
そ
し
て
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
神
人
の
叙
任
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
問
題
が
右
に
見
た
よ
う
な
序
列
改
変
へ
の
危
惧
だ
け
で
は

な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
安
永
三
年
七
月
二
十
九
日
、
目
代
は
、
神
人
の
叙
任
に
対
す
る
祠
官
の
見
解
を
内
々
に
宮
仕
役
者
に
伝
え

て
お
り
、
祠
宮
の
見
解
と
し
て
、
「
官
位
御
免
候
ハ
・
、
二
月
廿
五
日
等
二
衣
冠
二
者
官
位
相
当
之
鞄
等
着
用
致
し
参
候
ハ
・
、
宮
仕
中
と
立

井
御
神
供
調
進
之
節
、
宮
仕
中
格
式
落
候
儀
も
気
毒
二
毛
候
」
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
も
し
神
人
が
叙
任
さ
れ
、
菅
原
道

真
忌
日
の
二
月
二
十
五
日
の
神
供
調
進
な
ど
に
「
衣
冠
或
者
官
位
相
当
之
鞄
」
を
着
用
し
て
社
参
し
た
な
ら
ば
、
宮
仕
と
立
ち
並
ん
で
行
う
神
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供
調
進
の
際
、
宮
仕
の
「
格
式
」
が
落
ち
る
で
あ
ろ
う
と
、
嗣
官
が
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
「
衣
冠
南
丘
官
位
相
当
之
抱
」
と

は
、
宮
位
に
叙
任
さ
れ
た
者
が
着
し
う
る
装
束
と
考
え
ら
れ
、
祠
官
は
神
人
が
そ
れ
を
着
し
て
神
供
を
調
進
す
る
こ
と
で
、
同
じ
場
に
い
る
宮

仕
の
立
場
が
な
く
な
る
と
予
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
元
禄
二
年
に
神
人
の
叙
位
が
噂
さ
れ
た
際
、

位
抱
着
用
が
取
り
沙
汰
さ
れ
、
神
人
が
祠
官
・
宮
仕
と
同
様
に
な
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
い
た
事
態
と
通
幽
す
る
も
の
と
い
え
、
神
人
の
近
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

叙
任
が
そ
れ
に
相
当
す
る
装
束
着
用
と
し
て
旦
ハ
現
化
し
て
い
た
様
子
を
見
て
取
れ
る
。

　
か
か
る
目
代
か
ら
聞
い
た
祠
官
の
見
解
に
対
し
、
宮
仕
は
、
七
月
晦
日
の
寄
合
に
お
い
て
、
「
神
人
衣
炮
着
用
者
必
定
之
儀
、
左
候
ハ
・
、

前
以
二
月
廿
五
日
宮
仕
中
将
躰
或
供
廻
り
素
炮
・
白
丁
・
沓
・
持
傘
等
之
儀
、
此
方
6
日
置
候
愚
意
宜
」
と
い
う
結
論
を
出
し
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
は
、
宮
仕
が
神
人
に
よ
る
「
衣
炮
」
（
上
記
の
「
衣
冠
或
二
宮
位
相
当
之
抱
」
を
指
す
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
）
着
用
は
確
定
的
で
あ
り
、
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
宮
仕
自
身
も
「
衣
躰
」
や
「
供
廻
り
素
砲
」
な
ど
に
つ
い
て
曼
殊
院
に
出
願
す
れ
ば
よ
い
、
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
筥

仕
は
、
二
月
二
十
五
日
の
神
供
調
進
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
神
人
に
装
束
の
面
で
対
抗
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
八
月
一

日
付
で
宮
仕
か
ら
曼
殊
院
に
提
出
さ
れ
た
、
神
人
の
叙
任
に
関
す
る
宮
仕
の
見
解
を
述
べ
た
口
上
書
に
見
ら
れ
る
「
此
儀
社
人
官
位
蒙
御
免
之

割
金
宮
仕
中
存
念
無
御
座
奉
三
遠
、
乍
然
右
官
位
を
申
立
、
二
月
廿
五
日
社
頭
出
勤
拝
座
等
量
儀
是
迄
仕
来
二
相
違
無
縦
様
、
其
外
万
事
新
法

相
思
不
申
知
事
」
と
の
文
言
に
も
、
こ
の
姿
勢
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
宮
仕
の
姿
勢
が
あ
っ
た
た
め
か
、
宮
仕
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

公
務
日
誌
の
八
月
八
日
条
に
は
、
目
代
か
ら
聞
い
た
情
報
と
し
て
、
「
平
日
二
而
も
自
分
社
参
亭
亭
と
て
も
、
衣
砲
等
着
用
無
用
之
旨
」
が
曼

殊
院
か
ら
神
人
に
申
し
渡
さ
れ
た
と
あ
る
。
平
日
で
あ
っ
て
も
着
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
月
二
十
五
日
の
着
用
は
当
然
禁
止
さ

れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
く
、
官
位
に
基
づ
く
装
束
着
用
は
最
終
的
に
は
回
避
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
門
史
料
4
】
の
傍
線
部
②
・
④
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
宮
仕
が
、
神
人
の
叙
任
に
反
対
す
る
一
方
、

外
聞
を
意
識
し
て
慎
重
な
態
度
を
取
り
つ
つ
、
神
人
の
叙
任
を
認
め
て
、
宮
仕
自
身
も
「
神
宮
」
を
出
願
し
よ
う
と
い
う
方
針
を
固
め
て
い
た

こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
宮
仕
は
、
こ
の
二
年
後
の
安
永
五
年
、
自
身
の
僧
位
を
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
か
ら
勅
許
と
す
べ
く
、
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行
動
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
そ
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
、
安
永
一
件
の
後
半
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
こ
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑦
山
口
論
文
に
詳
し
い
。
な

　
お
、
前
稿
①
で
も
同
論
文
に
拠
っ
て
分
析
を
行
っ
た
。

②
　
「
日
記
」
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
・
宮
仕
一
九
五
）
、
安
永
二
年
七
月
十
八
日
条
。

　
な
お
、
以
下
の
本
章
で
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
宮
仕
の
動
き
に
関
す
る
記
述

　
の
出
典
は
、
同
日
記
と
「
沼
記
」
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
・
宮
仕
～
九
六
）
の
当
該

　
日
条
に
拠
る
。

③
竹
内
秀
雄
氏
は
、
北
野
社
に
存
在
し
た
学
堂
の
運
営
方
法
に
つ
い
て
、
主
に
宮

　
仕
の
公
務
ヨ
誌
を
用
い
て
検
討
し
、
「
学
堂
は
富
藩
中
の
～
蘭
た
る
神
殿
小
預
職

　
の
支
配
に
属
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
竹
内
秀
雄
欄
天
満
宮
隔
（
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
六
八
年
V
、
二
七
二
頁
）
。

④
「
北
野
石
鉢
」
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
・
目
代
＝
ニ
ニ
）
、
安
永
三
年
二
月
七
日
条
。

⑤
「
日
記
」
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
・
宮
仕
一
九
六
）
、
安
永
三
年
八
月
八
日
条
。

⑥
「
奉
仕
候
口
上
之
覚
」
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
寄
託
「
本
郷
家
文
書
」
。
目
録

　
で
の
番
号
は
一
六
七
）
。
な
お
、
本
郷
家
は
、
西
京
に
存
在
す
る
大
将
軍
村
の
庄

　
屡
を
務
め
た
家
で
あ
り
、
神
人
に
補
任
さ
れ
る
家
で
も
あ
っ
た
（
『
総
合
資
料
館

　
だ
よ
り
匝
入
八
、
「
寄
託
資
料
紹
介
篇
）
。

⑦
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑦
由
本
論
文
、
；
＝
～
～
三
三
買
。
な
お
、
由
本
氏

　
は
、
永
宣
旨
に
基
づ
い
て
僧
位
僧
官
・
受
領
・
呼
名
を
与
え
る
権
限
を
「
永
宣
旨

　
推
免
権
」
と
表
記
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
氏
が
主
に
分
析
に
用

　
い
た
仁
和
寺
坊
官
の
寺
務
記
録
に
お
い
て
、
「
永
宣
旨
に
よ
る
官
位
・
僧
官
・
僧

　
位
・
受
領
・
呼
名
の
許
可
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、
「
御
推
免
㎏
「
御
免
」
門
免

　
許
縣
」
な
ど
の
用
語
が
使
わ
れ
て
お
り
、
特
に
「
推
免
」
の
語
に
は
、
「
門
跡
の
推

　
挙
に
よ
っ
て
官
位
が
許
さ
れ
る
と
い
う
本
来
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
」
こ
と

　
を
念
頭
に
置
い
た
提
案
で
あ
る
。
ま
た
、
「
「
推
」
の
字
を
抜
い
た
瞥
御
免
」
「
免

　
許
」
の
語
は
実
態
に
よ
り
近
い
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の

　
語
も
「
推
免
」
と
同
義
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
と
と
も
に
、
勅
許

　
僧
位
は
史
料
上
に
お
い
て
「
叙
せ
ら
れ
る
」
と
表
記
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
永
宣

　
旨
僧
位
は
「
免
ぜ
ら
れ
る
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
「
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
【
史
料
4
】
に
は
門
宮
法
橋
御
免
」
と
あ

　
り
、
次
章
以
降
で
引
製
す
る
史
料
に
お
い
て
も
、
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
を
「
免
」

　
と
表
記
す
る
事
例
は
多
く
、
氏
の
提
案
・
指
摘
が
持
つ
一
定
程
度
の
一
般
性
を
窺

　
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
【
史
料
1
】
を
見
る
と
、
曼
殊
院
坊
官
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
を
「
被
叙
」
と
記
し
て
お
り
、
曼
殊
院
－
北
野
社
に
お
い
て

　
用
語
が
「
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
」
と
ま
で
言
い
切
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
う

　
し
た
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
不
用
意
に
研
究
状
況
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
を
避

　
け
る
た
め
、
「
推
免
」
・
∵
水
宣
旨
推
免
権
駄
や
「
免
ぜ
ら
れ
る
」
と
い
う
用
語
を

　
使
用
す
る
こ
と
は
、
差
し
当
た
っ
て
は
控
え
た
い
。
氏
の
提
案
・
指
摘
が
持
つ
意

　
義
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
一
層
の
事
例
収
集
・
分
析
に
基
づ
き
、
そ
の

　
妥
当
性
は
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。

⑧
　
前
掲
第
一
章
註
⑥
で
箭
稿
②
に
拠
り
な
が
ら
指
摘
し
た
よ
う
に
、
享
保
二
十
年

　
に
北
野
社
で
起
き
た
席
次
争
論
に
お
い
て
、
法
印
と
な
っ
た
野
梅
院
は
、
法
眼

　
（
法
印
の
一
段
下
の
僧
位
）
で
あ
っ
た
悪
果
院
よ
り
も
自
身
が
上
位
に
来
る
べ
き

　
と
主
張
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
、
松
梅
院
が
高
下
に
基
づ
く
序
列
機
能
に
期
待

　
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

⑨
　
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
主
に
中
世
寺
院
社
会
を
対
象
と
し
て
「
永
宣
旨
漏
の
機

　
能
・
役
割
を
検
討
し
た
永
村
眞
氏
の
研
究
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
氏
は
、
南
北
朝

　
期
の
東
大
寺
で
作
成
さ
れ
た
史
料
に
拠
り
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
①
門

　
跡
・
院
室
は
「
ロ
宣
案
」
に
よ
っ
て
僧
綱
昇
進
を
し
て
い
た
一
方
、
学
侶
・
衆
僧

　
は
門
永
宣
旨
」
に
よ
っ
て
僧
綱
昇
進
を
し
て
お
り
、
「
永
宣
旨
臨
は
「
寺
内
の
階

　
層
厚
を
ふ
ま
え
た
役
割
を
は
た
し
て
い
」
た
、
②
泓
自
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
門

（670）46
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跡
・
院
室
は
貴
種
、
学
侶
・
衆
僧
は
平
僧
で
あ
り
、
後
者
の
昇
進
を
実
現
し
て
い

た
の
が
「
永
宣
旨
偏
で
あ
っ
た
、
③
「
口
宣
案
」
に
よ
る
昇
進
と
「
永
宣
旨
」
に

よ
る
昇
進
を
比
較
す
れ
ば
、
両
者
の
「
権
威
に
は
大
き
な
差
が
あ
っ
た
扁
、
④

「「

i
宣
旨
漏
に
よ
る
補
任
が
、
朝
廷
か
ら
の
「
口
宣
案
」
に
よ
る
補
任
に
比
し

て
、
よ
り
低
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
以
上
、
中
世
の
東
大
寺
内
に
お
け
る
「
永
宣

旨
」
へ
の
評
価
は
、
お
の
ず
か
ら
推
し
量
れ
よ
う
」
（
「
永
宣
旨
」
（
網
野
善
彦
他

編
『
こ
と
ば
の
文
化
史
群
議
世
三
、
平
凡
社
、
皿
九
八
九
年
）
、
一
五
三
～
一
五

六
頁
）
。
氏
の
指
摘
は
、
南
北
朝
期
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
構
成

員
間
の
序
列
と
い
え
る
門
階
層
性
」
に
関
す
る
問
題
や
、
口
宣
案
（
本
稿
が
い
う

と
こ
ろ
の
勅
許
〉
よ
り
も
低
い
と
い
う
永
宣
旨
へ
の
「
評
価
漏
は
、
宮
仕
の
危
惧

と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。
但
し
、
氏
の
指
摘
に
お
い
て
は
、
前
引
の

よ
う
に
貴
種
・
平
舘
と
い
う
出
自
の
違
い
を
如
上
の
「
階
層
性
」
の
申
に
組
み
込

み
な
が
ら
、
勅
許
と
永
宣
旨
の
差
異
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
宮
仕
の

隠
蟹
に
お
い
て
は
、
出
自
の
違
い
は
問
題
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
構
成
員
間
の
序
列

の
み
が
論
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

宮
仕
の
危
惧
に
拠
る
限
り
、
少
な
く
と
も
近
世
中
期
段
階
に
お
い
て
は
、
勅
許
と

永
宣
旨
の
差
異
を
序
列
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
意
識
は
、
出
自
の
違
い
と
は
無
関

係
に
成
り
立
ち
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
寮
実
を
示
す

事
例
と
し
て
宮
仕
の
危
惧
を
捉
え
て
お
き
た
い
。

⑳
こ
の
間
題
を
考
え
る
上
で
は
、
林
淳
氏
の
研
究
が
参
考
に
な
る
。
氏
は
、
①
元

　
文
五
年
、
津
島
社
の
祭
礼
に
お
い
て
、
殆
ど
の
神
職
が
白
張
を
着
す
る
中
、
～
人

　
だ
け
紗
狩
衣
を
着
し
た
田
島
甚
太
夫
と
い
う
神
職
が
い
た
、
②
甚
太
夫
は
吉
田
家

　
か
ら
神
道
裁
許
状
を
拝
受
し
、
紗
狩
衣
を
着
す
る
許
可
を
得
て
い
た
、
③
津
島
社

　
の
関
係
者
は
、
「
末
座
の
神
役
人
」
に
過
ぎ
な
い
田
島
の
紗
狩
衣
着
用
に
つ
い
て
、

　
尾
張
藩
寺
社
奉
行
に
訴
え
る
な
ど
の
行
動
を
取
っ
た
、
と
い
う
事
実
（
田
島
一

　
件
）
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
「
年
中
行
事
は
、
社
家
の
仲
隠
・
集
団
の
座
配
と

　
移
動
を
も
と
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
装
束
も
、
座
配
の
秩
序
を
明
示
化
し
、
視
覚

　
化
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
。
田
島
一
件
は
、
座
配
と
装
束
の
秩
序
を
乱
し
、
社

　
家
の
仲
間
・
集
団
の
序
列
関
係
の
根
幹
を
脅
か
す
も
の
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い

　
る
（
「
近
世
津
島
社
の
社
家
組
織
と
榔
高
畠
（
青
柳
周
～
他
国
噸
近
世
の
宗
教
と
社

　
会
1
誌
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
、
三
五
～
四
一
頁
）
。
氏
が
雷
及
す
る
の
は

　
吉
田
家
が
発
給
す
る
神
道
裁
許
状
に
基
づ
く
装
束
で
あ
り
、
本
稿
が
注
目
す
る
官

　
位
に
見
合
う
装
束
と
は
背
景
が
異
な
る
た
め
、
安
易
な
直
結
・
比
較
は
控
え
る
べ

　
き
で
あ
る
が
、
【
史
料
4
】
に
見
え
る
よ
う
に
、
宮
仕
に
と
っ
て
神
人
が
「
宮
仕

　
中
6
末
席
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
神
入
の
装
束
問
題
は
、

　
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
序
列
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
祠
官
や
宮
仕
に
意
識
さ
れ
て
い

　
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。

⑪
前
掲
註
⑤
「
B
記
鳳
、
安
永
三
年
八
月
八
日
条
。

第
三
章
　
安
永
五
～
六
年
に
お
け
る
宮
仕
の
僧
位
勅
許
化
運
動

第
一
節
　
勅
許
化
を
め
ざ
す
宮
仕
の
葛
藤

は
じ
め
に
、
次
に
引
用
す
る
宮
仕
に
よ
る
公
務
日
誌
の
記
事
を
分
析
し
た
い
。
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①

【
史
料
5
】
（
「
日
記
」
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
、

廿
二
日
、
晴
、
中
飯
後
6
二
三
輩
集
会
趣
意
者
、

宮
仕
一
九
八
）
、
安
永
五
年
五
月
二
十
二
日
条
）

近
来
祠
官
中
富
勅
許
、

目
代
法
眼
、

　
　
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曼
殊
院
）

神
人
等
も
六
位
介
勅
許
二
成
、
宮
仕
中
小
預
法
橋
斗
者
宮
様

48　（672）

永
宣
旨
二
三
禁
宮
無
之
、
後
世
二
至
り
自
然
と
格
違
ひ
二
相
山
根
事
難
義
至
極
也
、
併
宮
様
6
御
許
容
法
橋
筆
者
迷
惑
二
念
間
県
官
二
三
成
下
度
と
願
も

　
　
②

不
相
成
、
何
之
新
規
之
義
願
出
軍
て
自
ラ
豊
艶
之
筋
二
も
可
相
成
や
と
兼
々
存
居
候
へ
共
、
大
望
故
是
迄
不
申
出
、
併
手
筋
等
も
此
時
節
な
ら
て
ハ
不
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
隆
豊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
衣
笠
）
　
　
　
　
　
（
宮
仕
V

誓
事
と
毬
果
二
付
、
先
月
6
追
々
手
筋
内
意
申
込
、
当
時
御
世
話
人
櫛
笥
殿
へ
内
意
、
御
内
大
学
と
申
仁
へ
随
円
6
申
込
候
所
、
首
尾
茅
草
也
、
扱
又

（
内
前
・
関
白
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
性
）

近
衛
殿
諸
大
夫
斎
藤
宮
内
少
輔
へ
能
徳
6
申
込
候
、
右
斎
藤
6
櫛
笥
殿
へ
内
々
申
出
シ
呉
候
筈
也
、
（
後
略
）

　
傍
線
部
①
か
ら
は
、
宮
仕
小
菊
の
法
橋
だ
け
が
「
宮
様
永
宣
旨
」
で
あ
る
た
め
、
「
格
違
ひ
」
に
な
る
と
宮
仕
が
危
惧
し
て
い
る
様
子
を
見

て
取
れ
る
と
と
も
に
、
前
章
第
二
節
で
見
た
問
題
意
識
を
宮
仕
が
安
永
五
年
時
点
で
も
抱
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
宮
様
永
宣
旨
」
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
傍
線
部
①
で
「
禁
官
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宮
仕
が
「
宮

様
永
宣
旨
」
を
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
と
同
義
で
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
前
章
第
～
節
で
触
れ
た
安
永
二
年

に
目
代
の
法
眼
が
勅
許
と
な
っ
た
原
因
で
あ
る
、
仁
和
寺
な
ど
の
三
門
跡
が
有
す
る
永
宣
旨
を
曼
殊
院
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
の
論
理
で
あ

る
。
こ
の
論
理
を
踏
ま
え
た
と
き
、
一
見
す
る
と
、
宮
仕
が
い
う
「
宮
様
永
宜
旨
」
は
解
釈
し
づ
ら
く
な
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
曼
殊
院
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
北
野
止
別
当
職
」
を
保
証
す
る
論
旨
は
有
し
て
お
り
、
こ
れ
も
永
宣
旨
の
語
義
に
照
ら
せ
ば
、
「
永
宣
旨
」
と
表
記
さ
れ
て
も
不
審
で
は
な

い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
宮
仕
は
、
自
身
が
法
橋
に
叙
さ
れ
る
根
拠
で
あ
る
当
該
の
論
旨
を
し
て
「
永
宣
旨
」
と
記
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
宮
仕
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
厳
密
に
は
論
旨
と
い
う
べ
き
文
書
が
「
永
宣
旨
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
上
で
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
部
②
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
別
当
で
あ
る
曼
殊
院
か
ら
叙
さ
れ
る
法
橋
を
「
迷
惑
」
と
断
じ
る
こ
と

を
踏
躇
す
る
宮
仕
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
り
、
僧
位
勅
許
化
と
い
う
目
標
は
、
当
初
か
ら
構
造
的
な
難
題
を
抱
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

か
か
る
状
況
下
で
宮
仕
が
取
っ
た
手
段
こ
そ
が
、
【
史
料
5
】
の
後
半
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
当
時
の
「
御
世
話
人
」
櫛
笥
隆
望
に
「
内
意
」

を
伝
え
て
事
態
の
改
善
を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
仲
介
と
し
て
、
櫛
笥
の
「
御
内
」
”
関
係
者
で
あ
る
衣
笠
大
学
と
、
近
衛
家
諸
大
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夫
斎
藤
宮
内
少
輔
と
い
う
二
人
を
頼
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宮
仕
は
、
勅
許
化
を
曼
殊
院
に
出
願
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況

に
お
い
て
、
「
御
世
話
人
砿
に
対
し
て
、
僧
位
の
勅
許
化
に
向
け
て
内
証
ル
ー
ト
の
交
渉
を
持
ち
か
け
る
と
い
う
計
画
を
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
櫛
笥
隆
望
は
、
安
永
期
に
は
「
議
奏
五
人
の
う
ち
で
最
古
参
で
あ
」
る
と
と
も
に
、
「
櫛
笥
家
と
家
礼
関
係
を
結
ん
で
い
た
近
衛
家
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

当
時
は
関
白
近
衛
内
前
の
時
代
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
宮
仕
は
、
朝
廷
の
中
枢
に
い
る
と
い
う
櫛
笥
の
政
治
的
位

置
を
踏
ま
え
、
そ
れ
が
僧
位
勅
許
化
に
有
利
に
働
く
と
考
え
、
櫛
笥
に
内
証
ル
ー
ト
の
交
渉
を
持
ち
か
け
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。

　
～
方
で
宮
仕
は
、
六
月
五
日
に
曼
殊
院
に
願
書
を
提
出
す
る
と
い
う
表
立
っ
た
行
動
も
見
せ
て
い
る
。
願
書
に
よ
れ
ば
、
宮
仕
が
出
願
し
た

の
は
、
「
筥
仕
申
～
鵬
之
者
法
眼
位
、
至
難
薦
以
下
上
座
五
人
孫
橋
法
橋
位
、
御
免
被
成
下
無
様
扁
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
萬
を
法
橋
か
ら

法
眼
へ
昇
進
さ
せ
る
と
と
も
に
、
二
～
六
鵬
の
上
座
五
人
を
薪
た
に
法
橋
と
し
て
く
れ
る
よ
う
曼
殊
院
に
願
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
注
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
べ
き
な
の
は
、
曼
殊
院
に
直
接
願
っ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
出
願
さ
れ
た
の
は
、
曼
殊
院
に
よ
っ
て
叙
さ
れ
る
法
眼
・
法
橋

で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
か
よ
う
な
出
願
と
な
っ
た
理
由
は
、
上
述
の
ご
と
く
、
曼
殊
院
に
勅
許
化
を
願
う
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
宮
仕
の
思
惑
と
し
て
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
勅
許
化
が
念
頭
に
遣
か
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
し
か
し
、
六
月
十
日
に

示
さ
れ
た
曼
殊
院
坊
官
の
返
答
は
、
「
殊
旧
例
も
無
之
事
故
、
不
及
御
沙
汰
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
六
月
二
十
四
日
の
宮
仕
の
公
務
日
誌
に
は
、
「
先
比
6
学
堂
文
庫
書
物
等
少
二
て
も
掛
り
目
星
筋
も
可
有
哉
と
虫
干
、
勢
吟
味
致

候
処
、
御
師
職
御
補
任
井
天
文
年
中
本
玉
と
申
者
法
眼
位
二
被
叙
候
旨
書
付
在
之
候
」
と
あ
り
、
天
文
年
間
に
能
永
と
い
う
宮
仕
が
法
眼
に
叙

さ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
た
「
菊
亭
家
雑
掌
」
作
成
に
よ
る
書
付
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
尤
も
、
旧
例
を
重
視
す
る
曼
殊
院
坊
官

の
見
解
が
示
さ
れ
た
直
後
の
発
見
で
あ
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
当
該
の
書
付
の
真
贋
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
、
事
態
が
大
き
く
動
い
た
の
は
、
同
年
九
月
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
法
橋
を
勅
許
さ
れ
る
べ
き
候
補
者
と
さ
れ
て
い
た
、
宮
仕
の

現
小
預
1
1
一
萬
で
あ
る
蟹
玉
が
死
去
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
新
小
預
と
な
っ
た
能
探
と
い
う
宮
仕
の
処
遇
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
月
十
八
日
の
公
務
日
誌
に
よ
れ
ば
、
「
先
達
而
6
願
之
一
件
今
度
能
玉
死
去
二
付
、
次
之
席
小
預
職
二
相
専
心
、
然
る
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（
曼
殊
院
）

所
、
是
迄
之
通
法
橋
位
御
寺
務
へ
願
楽
壇
申
哉
」
と
あ
り
、
右
に
述
べ
て
き
た
勅
許
化
を
念
頭
に
置
い
た
内
々
交
渉
を
進
め
て
い
た
状
況
に
お

い
て
、
新
小
聖
の
法
橋
を
従
来
通
り
に
曼
殊
院
に
出
願
す
べ
き
か
ど
う
か
が
宮
仕
に
と
っ
て
懸
案
事
項
と
し
て
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

宮
仕
は
、
衣
笠
大
学
を
通
じ
て
櫛
笥
隆
望
に
相
談
を
持
ち
か
け
た
。
そ
れ
に
対
す
る
櫛
笥
の
見
解
を
示
す
の
が
、
次
に
引
用
す
る
記
事
で
あ
る
。

　
　
【
史
料
6
】
（
「
日
記
」
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
、
宮
仕
一
九
八
）
、
安
永
五
年
九
月
十
九
日
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
宮
　
　
仕
　
　
）
　
　
　
　
（
衣
笠
）
　
　
　
　
　
（
隆
艶
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
櫛
管
隆
望
〉
　
　
　
（
現
小
預
）

　
　
一
同
夜
衣
笠
大
学
入
来
、
随
円
・
能
楽
対
面
、
大
学
云
、
昨
夜
櫛
笥
殿
へ
参
、
委
細
申
上
高
処
、
大
納
言
仰
二
、
能
無
養
生
不
叶
残
念
二
候
、
次
之
一
脇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曼
殊
院
坊
官
）

　
　
　
法
橋
位
願
是
迄
之
通
二
可
申
上
候
、
全
躰
先
比
6
御
寺
務
役
人
度
々
呼
取
調
居
申
候
、
目
代
法
眼
・
社
人
位
階
等
者
旧
例
在
之
旨
二
候
、
宮
仕
申
者
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
柔
艶
之
、
六
ヶ
敷
物
、
先
日
内
々
摂
津
候
天
文
年
中
富
永
法
眼
之
書
付
菊
亭
家
直
之
書
付
欺
、
口
宣
在
黒
星
へ
者
宜
候
へ
共
、
右
書
付
雑
掌
側
名
前
二
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て
者
不
分
明
之
物
二
候
、

　
　
　
　
②

先
法
眼
者
難
成
被
隠
士
、
殊
此
度
一
萬
二
嵩
置
者
無
位
6
法
眼
二
成
候
事
者
猶
更
不
雑
事
影
堂
得
者
、
法
眼
者
時
節
を
以
願

　
　
　
候
評
語
然
候
、
何
卒
一
脳
を
先
勅
済
之
上
、
引
続
上
座
五
人
識
者
法
橋
御
免
願
書
付
差
半
可
申
候
、
素
描
ハ
・
晶
二
寄
五
人
之
者
御
免
在
之
候
様
何
卒

　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
取
斗
可
申
候
、
五
人
と
申
立
開
平
も
人
数
減
少
可
致
鰍
、
先
五
人
と
串
立
候
へ
者
不
滅
御
免
繋
馬
候
へ
者
、
能
界
法
眼
壱
入
6
位
階
雪
景
も
在
之
方
可

　
　
　
宜
候
、
（
後
略
）

　
ま
ず
、
傍
線
部
①
を
見
る
と
、
目
代
や
「
社
人
扁
1
1
神
人
と
異
な
り
、
宮
仕
に
は
勅
許
の
旧
例
が
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
従
来
通
り
の
曼
殊

院
に
よ
る
叙
位
を
出
願
す
る
よ
う
に
櫛
笥
隆
望
が
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
傍
線
部
②
か
ら
は
、
先
日
に
内
々
に
見
た
天
文
年

間
の
書
付
は
奉
遷
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
あ
る
た
め
に
「
不
分
明
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
新
　
幅
は
無
位
か
ら
（
法
橋
を
介
さ
ず
に
）
法

眼
と
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
理
幽
か
ら
、
法
眼
の
出
願
は
延
期
す
べ
き
と
の
態
度
を
櫛
笥
が
取
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
そ
し
て
、
最
も
重
要
な
の
は
傍
線
部
③
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
一
膓
の
法
橋
を
勅
許
に
し
、
続
い
て
上
座
五
人
を
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位

の
法
橋
に
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
書
付
を
出
せ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
上
座
五
人
に
つ
い
て
は
願
い
が
成
立
す
る
よ
う
に
調
整
す
る
と
い
う
提

案
を
櫛
笥
が
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
勿
論
、
そ
の
直
後
に
は
「
小
預
法
眼
壱
人
6
位
階
六
人
も
在
之
方
公
家
」
と
あ
り
、
勅
許
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
の
法
橋
を
増
員
さ
せ
る
べ
き
と
す
る
発
言
か
ら
は
、
こ
の
時
点
で
櫛
笥
が
勅
許
化
の
実
現
性
を
ど
れ
ほ
ど
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見
込
ん
で
い
た
か
は
保
留
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
翌
二
十
日
、
こ
の
提
案
を
受
け
た
宮
仕
は
、
従
来
か
ら
勅
許
化
に
理
解
を
示
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
小
預
）

い
た
目
代
に
対
し
て
、
「
此
節
能
探
法
橋
願
上
隠
者
是
迄
型
通
可
申
上
候
、
何
卒
勅
許
二
成
単
磁
御
取
斗
被
可
下
候
、
法
眼
組
長
者
又
々
時
節

を
待
願
可
算
候
」
と
語
っ
て
お
り
、
宮
仕
が
櫛
笥
の
提
案
を
容
れ
、
新
小
預
の
法
橋
勅
許
化
を
目
指
す
方
針
を
固
め
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
展
開
を
経
て
、
宮
仕
の
眼
前
に
念
願
の
勅
許
化
に
向
け
た
旦
ハ
体
的
な
道
筋
が
現
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
約
三
ヶ
月
後
、
事

態
は
宮
仕
に
と
っ
て
不
利
に
動
い
て
し
ま
う
。
次
節
で
は
、
安
永
一
件
の
終
局
と
し
て
、
勅
許
化
挫
折
と
そ
の
要
因
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
。

第
二
節
　
勅
許
化
運
動
の
挫
折
と
そ
の
要
因

　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
安
永
五
年
十
一
月
十
日
、
斎
藤
宮
内
少
輔
の
関
係
者
で
あ
る
冨
永
左
衛
門
を
宮
仕
が
訪
れ
た
際
、

言
と
し
て
冨
永
か
ら
宮
仕
が
聞
い
た
、
次
の
よ
う
な
情
報
で
あ
る
。

櫛
笥
議
案
の
発

【
史
料
7
】
（
「
田
記
」
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
、
宮
仕
一
九
八
）
、
安
永
五
年
十
一
月
十
日
条
）

　
　
　
　
　
　
（
隆
望
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
衛
内
前
）

（
前
略
）
櫛
笥
大
粗
暴
殿
仰
二
黒
、
願
之
一
件
段
々
内
々
取
斗
、
先
月
下
旬
御
沙
汰
も
可
有
之
候
処
、
関
白
様
若
御
所
御
縁
組
之
儀
二
六
繁
多
罷
在
候
内
、

（
曼
殊
院
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
典
仁
親
王
・
畳
殊
院
門
主
精
嚢
父
∀

寺
務
宮
聴
官
・
諸
太
夫
共
6
受
講
之
～
件
二
付
、
　
　
閑
　
　
院
　
　
宮
　
　
へ
申
上
候
二
者
、
先
達
而
6
宮
仕
中
度
々
位
階
之
儀
願
出
候
貰
取
上
等
申
候
、

然
る
所
如
何
致
候
内
縁
滋
賀
哉
、
関
白
様
へ
御
内
々
御
願
申
上
濃
鼠
二
而
彼
是
御
調
磁
器
之
候
、
此
儀
宮
仕
中
二
者
紛
も
無
之
儀
、
法
眼
者
勿
論
法
橋
辿

も
勅
許
無
之
、
是
迄
之
通
寺
務
宮
6
法
橋
位
御
免
候
様
仕
度
候
旨
再
三
申
上
、
此
趣
関
白
様
へ
御
直
二
欝
欝
上
被
童
謡
、
尤
関
白
様
6
御
内
意
外
儀
者
御

沙
汰
無
信
濃
溢
泌
下
度
旨
願
上
候
由
二
而
、
此
間
関
白
様
へ
前
港
感
謝
対
顔
之
節
、
右
之
趣
閑
院
宮
御
筆
二
様
早
上
候
爵
、
関
白
様
御
返
答
二
云
、
成
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曼
殊
院
）

先
達
而
6
承
能
事
二
候
、
併
只
今
拙
者
へ
被
貰
聞
候
蓮
是
非
之
御
返
答
固
態
及
筋
二
候
、
其
儀
者
竹
内
宮
伝
奏
櫛
笥
大
磁
器
承
候
事
二
候
へ
者
櫛
笥
口
可

野
辺
候
、
拙
者
へ
直
二
被
浮
石
二
筋
二
者
無
毒
旨
御
意
二
而
御
贈
品
遊
候
由
二
候
、
夫
故
意
院
窟
6
櫛
笥
殿
へ
高
鷲
旨
被
骨
髄
由
二
付
、
只
今
櫛
笥
殿
甚

御
心
遣
之
由
二
候
、
尤
先
達
而
関
白
様
6
御
内
意
二
者
勅
許
有
之
貴
様
取
様
可
申
旨
、
又
此
度
門
院
宮
6
者
勅
許
無
之
竿
取
斗
可
申
寄
港
頼
二
而
、
櫛
笥

殿
甚
御
難
渋
之
趣
商
調
、
仰
二
者
、
先
月
下
旬
二
御
沙
汰
有
之
上
二
候
ハ
・
閑
院
宮
如
何
様
被
仰
候
舌
早
野
宮
処
、
右
躰
関
白
様
御
内
々
澄
徹
知
之
程
之
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事
を
も
御
存
無
之
坊
宮
・
諸
太
夫
共
悪
様
二
申
成
候
故
、
御
大
人
世
御
事
何
心
無
之
関
白
様
へ
右
之
通
被
仰
候
事
二
候
、
（
後
略
）

　
こ
こ
か
ら
は
、
曼
殊
院
坊
官
・
諸
大
夫
が
従
来
通
り
の
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
に
固
執
し
、
曼
殊
院
門
主
の
父
で
あ
る
書
院
宮
家
当
主
声
門
親

王
へ
働
き
か
け
、
関
白
近
衛
雷
撃
と
対
談
さ
せ
る
こ
と
で
、
宮
仕
の
内
証
ル
ー
ト
に
よ
る
交
渉
に
歯
止
め
を
掛
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
ま
た
、
典
仁
親
王
は
実
際
に
近
衛
に
当
該
案
件
に
つ
い
て
直
接
伺
い
、
対
し
て
近
衛
は
「
竹
内
宮
伝
奏
」
1
1
曼
殊
院
の
「
御
世
話
人
」

で
あ
る
櫛
笥
隆
望
の
管
轄
で
あ
り
、
自
分
に
は
対
処
で
き
な
い
と
応
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
て
典
仁
親
王
が
櫛
笥
隆
望
に
交
渉
し

た
こ
と
で
、
櫛
笥
が
近
衛
と
典
仁
親
王
と
の
間
で
板
挟
み
と
な
り
、
困
惑
し
て
い
る
様
子
を
看
取
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
坊
官
ら
は
、
門
主
の

父
で
あ
る
宮
家
当
主
i
関
白
と
い
う
ル
1
ト
を
用
い
つ
つ
、
宮
仕
の
法
橋
勅
許
化
を
阻
止
す
る
べ
く
工
作
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
こ
の
動
き
か
ら
約
二
ヶ
月
後
の
安
永
六
年
正
月
十
日
、
曼
殊
院
は
、
新
小
早
の
法
橋
に
つ
い
て
、
「
是
迄
之
通
」
に
曼
殊
院
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
葡
・
関
白
）
　
　
　
（
典
仁
親
王
・
曼
殊
院
門
主
精
窟
父
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
隆
望
）

る
叙
位
を
行
う
方
針
を
宮
仕
に
示
す
。
宮
仕
は
、
「
旧
冬
近
衛
様
へ
　
　
閑
　
　
院
　
　
様
被
仰
候
故
、
其
後
櫛
笥
殿
御
取
径
行
届
不

　
　
（
　
曼
　
殊
　
院
　
坊
　
官
　
）

申
、
御
寺
務
御
役
人
中
是
迄
之
通
二
致
度
存
念
目
代
と
相
談
二
而
、
追
々
閑
院
様
櫛
笥
殿
へ
申
込
書
故
、
如
斯
被
差
出
候
も
の
と
相
見
へ
、
無

是
非
無
念
」
と
し
、
曼
殊
院
坊
官
ら
に
よ
る
工
作
が
如
上
の
命
令
に
結
果
し
て
い
る
と
推
察
し
、
嘆
く
の
み
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
宮
仕
に
と
っ

て
の
不
利
な
事
態
は
、
こ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
櫛
笥
隆
望
も
ま
た
、
宮
仕
の
思
惑
に
反
対
す
る
見
解
を
表
明
す
る
の
で

あ
る
。

　
　
門
史
料
8
】
（
「
日
記
」
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
、
宮
仕
　
九
九
）
、
安
永
六
年
正
月
二
十
九
日
条
）

　
　
　
　
　
　
（
斎
藤
宮
内
少
輔
関
係
者
）
　
（
宮
仕
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斎
藤
　
X
隆
豊
〉

　
　
（
前
略
）
冨
永
左
衛
門
へ
能
楽
参
、
対
顔
、
左
衛
門
云
、
昨
日
窟
内
少
輔
櫛
笥
殿
へ
対
面
仕
候
二
付
、
旧
冬
6
段
々
申
入
候
一
件
、
是
迄
之
通
宮
法

　
　
無
二
被
仰
付
候
由
、
何
之
御
沙
汰
も
無
之
候
、
（
中
略
）
余
り
成
御
取
底
方
生
存
候
旨
段
々
申
入
候
処
、
櫛
笥
景
仰
二
云
、
何
卒
と
掻
取
斗
候
へ
共
、
何
分

　
　
（
典
仁
親
王
・
曼
殊
院
門
主
精
欝
父
）
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
）

　
　
　
閑
　
　
院
　
　
宮
　
　
仰
も
在
之
、
全
課
往
古
6
永
宣
旨
を
以
宮
6
御
免
之
法
橋
位
之
儀
、
当
時
勅
許
二
成
候
へ
者
、
既
御
室
御
所
・
勧
修
寺
宮
・
□

覚
寺
御
門
主
右
三
門
主
二
永
宣
旨
を
以
法
橋
御
免
在
之
も
勅
許
二
て
無
之
候
照
者
御
下
6
追
々
相
願
可
申
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憂
殊
院
門
主
）

左
候
へ
者
、

三
門
主
御
威
光
も
落
候
故
永
宣

　
　
　
　
②

旨
之
方
被
好
盛
事
、
夫
を
竹
門
主
6
初
空
永
宣
旨
を
勅
許
二
致
候
へ
者
、
一
二
門
主
6
表
向
御
願
思
出
、
左
軸
へ
王
事
六
ヶ
敷
相
成
可
融
、
退
軍
御
吟
味
二
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相
成
繋
駕
・
、

此
儀
勅
許
候
共
議
旧
説
宮
法
橋
二
出
替
苦
患
様
成
候
ハ
・
却
而
金
銀
を
入
野
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憂
殊
院
）

詮
も
無
之
思
為
二
成
候
、
閑
院
宮
6
兎
角
是
迄
之
逓
永

宣
旨
宮
法
橋
と
の
仰
豊
能
、
此
儀
勅
許
こ
も
成
候
書
取
斗
候
ハ
・
寺
務
宮
6
宮
仕
共
之
執
奏
海
難
被
成
候
旨
押
而
被
仰
立
候
、
外
6
執
奏
と
申
事
も
後
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

宮
仕
中
為
こ
も
椙
成
下
威
儀
、
漢
書
是
迄
之
通
と
影
壁
候
、
所
詮
法
眼
位
者
勅
許
之
事
二
候
へ
者
折
も
可
有
之
候
へ
者
、
今
暫
ク
見
合
候
而
相
帯
可
申
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

二
候
、
（
中
略
）
宮
内
少
輔
云
（
中
略
）
法
階
位
最
適
ヲ
待
候
共
、
残
五
人
之
者
法
橋
位
御
免
在
之
候
様
御
取
斗
可
給
銀
旨
申
上
候
処
、
櫛
笥
殿
委
細
御
承

知
二
野
、
残
五
人
不
残
御
免
可
有
志
其
処
者
不
焦
思
へ
共
、
先
書
付
出
候
ハ
・
取
斗
可
申
旨
仰
壁
付
、
案
紙
入
御
覧
内
談
致
候
処
、
文
段
随
分
短
ク
認
候

様
二
と
の
事
二
付
、
此
間
被
遣
候
案
紙
綴
直
シ
A
エ
応
御
越
様
様
宮
内
少
輔
申
居
候
、
（
後
略
）

　
こ
の
記
述
か
ら
は
、
冨
永
左
衛
門
か
ら
聞
い
た
斎
藤
宮
内
少
輔
と
櫛
笥
朝
市
の
対
談
の
様
子
が
分
か
る
。
傍
線
部
①
・
②
・
③
は
、
宮
仕
に

よ
る
勅
許
化
交
渉
を
引
き
受
け
て
い
た
は
ず
の
櫛
笥
が
、
「
是
迄
之
通
」
1
1
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
を
「
取
斗
」
つ
た
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
箇

所
で
あ
る
。
ま
ず
、
傍
線
部
①
・
③
か
ら
は
、
「
是
迄
之
通
」
と
い
う
閑
院
宮
家
当
主
典
仁
親
王
の
意
向
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
押
さ
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た
曼
殊
院
坊
官
ら
に
よ
る
工
作
が
櫛
笥
の
判
断
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
の
上
で
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
部
②
で
あ
る
。
解
釈
を
す
れ
ば
、
「
永
宣
旨
」
に
基
づ
く
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
を
勅
許
に
変
更
し
た
場

合
、
仁
和
寺
・
勧
修
寺
・
大
覚
寺
の
三
門
跡
が
永
宣
旨
に
基
づ
い
て
叙
し
て
き
た
法
橋
も
勅
許
に
し
て
ほ
し
い
と
三
門
跡
の
配
下
が
願
う
こ
と

に
な
り
、
そ
う
な
れ
ば
、
三
門
跡
の
威
光
が
落
ち
る
た
め
に
「
永
宣
旨
之
方
」
が
好
ま
し
く
、
ま
た
、
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
を
勅
許
に
変
更
す

る
と
、
三
門
跡
か
ら
表
立
っ
て
の
訴
願
が
起
こ
り
、
そ
う
な
れ
ば
事
態
は
悪
化
す
る
、
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
櫛
笥
隆
望
が
、
永
宣
旨
に
基

づ
く
叙
位
を
行
う
三
門
跡
の
権
限
と
の
比
較
対
照
を
行
い
、
僧
位
僧
官
の
叙
任
経
路
体
系
に
お
け
る
均
衡
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
、
従
来
通
り

の
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
と
す
る
よ
う
に
「
善
導
」
つ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
法
橋
勅
許
化
は
、
反
対
姿
勢
を
見
せ
る
曼
殊
院
坊

官
ら
の
意
向
に
加
え
て
、
右
の
よ
う
に
櫛
笥
が
判
断
し
た
こ
と
で
、
完
全
に
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
【
史
料
8
】
で
は
、
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
は
「
永
宣
旨
」
に
拠
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
本
章
冒
頭
で
述
べ
た
ご
と
き

理
由
か
ら
、
「
北
野
社
堂
当
職
」
を
保
証
す
る
論
旨
を
「
永
宣
旨
偏
と
表
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
櫛
笥
凝
望
が
仁
和
寺
な
ど
の
三
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門
跡
の
持
つ
永
宣
旨
と
曼
殊
院
の
持
つ
編
旨
を
同
質
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
櫛
笥

の
認
識
は
、
論
旨
で
は
問
題
が
あ
る
と
し
て
両
者
を
峻
別
し
た
、
目
代
の
法
眼
勅
許
化
を
め
ぐ
る
平
松
時
行
や
近
衛
内
蓋
の
認
識
と
齪
聾
す
る

点
で
あ
る
。
管
見
に
及
ぶ
史
料
を
見
る
限
り
、
こ
の
点
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

宮
仕
の
法
橋
勅
許
化
や
目
代
の
法
眼
勅
許
化
を
め
ぐ
る
動
き
に
鑑
み
れ
ば
、
曼
殊
院
の
管
掌
す
る
北
野
社
の
叙
任
経
路
が
、
櫛
笥
や
平
松
・
近

衛
と
い
っ
た
朝
廷
の
中
枢
に
い
た
人
間
の
判
断
を
介
し
て
、
三
門
跡
の
管
掌
す
る
叙
任
経
路
に
影
響
を
受
け
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
し

て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
事
実
は
、
天
台
宗
山
門
派
門
跡
で
あ
る
曼
殊
院
の
管
掌
す
る
北
野
社
の
叙
任
経
路
が
、
僧
位
僧
官
の
叙
任
経
路
体

系
に
お
い
て
如
何
な
る
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
曼
殊
院
が
北
野
社
の
叙
任
経
路
を
管
掌
し
た
背

景
に
は
、
是
算
以
来
の
別
当
の
世
襲
と
い
う
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
近
世
中
期
に
は
、
当
該
の
叙
任
経
路
は
、
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

蓮
院
と
い
っ
た
天
台
宗
山
門
派
門
跡
で
は
な
く
、
他
宗
（
真
書
宗
）
の
三
門
跡
と
の
関
連
度
が
高
い
と
い
う
実
態
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
事
態
の
後
、
僧
位
勅
許
化
運
動
は
ど
う
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
注
目
し
た
い
の
は
、
【
史
料
8
】
の
傍
線
部
④
で
あ

り
、
法
眼
は
延
期
す
る
と
し
て
も
、
「
残
五
人
」
1
1
上
座
五
人
の
法
橋
は
取
り
計
ら
っ
て
ほ
し
い
と
斎
藤
宮
内
少
輔
が
発
言
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
櫛
笥
隆
望
は
、
「
委
細
御
承
知
」
と
し
て
同
意
す
る
態
度
を
示
し
た
上
で
、
ま
ず
は
書
付
を
出
す
よ
う
に
指
示
を
し

て
お
り
、
斎
藤
は
案
紙
を
櫛
笥
に
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
法
橋
と
は
、
門
史
料
7
】
に
見
え
る
よ
う
に
曼
殊
院
坊
官
の
態
度
が
「
法
眼
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛙
殊
院
）

勿
論
法
橋
逆
も
勅
許
無
之
、
是
迄
之
通
寺
務
宮
6
法
橋
位
御
免
二
様
仕
度
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
勅
許
で
は
な
く
、
曼
殊
院
に
よ

る
叙
位
の
法
橋
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
こ
の
よ
う
に
斎
藤
宮
内
少
輔
の
機
転
に
よ
っ
て
、
勅
許
で
は
な
く
、
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
の
法
橋
を
新
た
に
上
座
五
人
に
与
え
る
と
い
う
方

針
で
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
、
事
態
は
円
滑
に
推
移
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
上
記
の
事
情
を
聞
い
た
宮

仕
は
、
櫛
笥
隆
望
の
意
見
を
踏
ま
え
た
書
付
を
斎
藤
に
再
提
出
し
た
の
ち
、
二
月
四
日
に
は
、
「
藁
薦
以
下
五
人
之
者
共
儀
者
、
（
中
略
）
一
二

席
へ
も
不
相
進
余
命
無
之
者
共
も
御
座
候
へ
者
、
何
卒
右
軸
人
之
者
共
法
橋
位
御
免
被
成
下
候
様
」
と
い
う
願
書
を
曼
殊
院
に
提
出
す
る
。
そ
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し
て
、
同
月
十
九
日
、
曼
殊
院
坊
官
は
「
再
三
願
欝
欝
、
無
拠
及
御
沙
汰
格
別
之
御
憐
慰
を
以
願
之
通
小
預
之
例
二
准
シ
、
上
座
五
人
へ
法
橋

位
御
免
」
と
宮
仕
に
語
っ
て
お
り
、
上
座
五
人
の
法
橋
が
曼
殊
院
か
ら
叙
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
以
降
、
僧
位
を

め
ぐ
る
宮
仕
の
動
き
は
史
料
上
に
窺
え
ず
、
僧
位
勅
許
化
運
動
は
収
束
に
向
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
宮
仕
の
思
惑
は
、
曼
殊
院
に

よ
る
叙
位
の
法
橋
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
叙
さ
れ
る
人
数
が
増
員
さ
れ
る
と
い
う
形
に
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
安
永
一
件
の
全
貌
で
あ
る
が
、
最
後
に
分
析
を
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
曼
殊
院
坊
官
の
志
向
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
上
述
の
ご
と

く
坊
官
は
、
安
永
五
年
半
～
月
に
閑
院
窟
家
当
主
を
介
し
て
関
白
近
衛
内
患
に
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
翌
六
年
正
月
に
は
、
新
小
繋
の
法
橋

を
「
是
迄
之
通
」
に
曼
殊
院
か
ら
叙
す
る
と
宮
仕
に
命
じ
て
い
る
。
か
か
る
行
動
の
背
景
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
坊
官
が
「
是
迄

之
通
」
の
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
を
宮
仕
に
命
じ
た
三
日
後
の
安
永
六
年
正
月
十
四
日
に
、
宮
仕
が
公
務
日
誌
に
記
し
た
次
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
【
史
料
9
】
（
「
日
記
」
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
、
宮
仕
一
九
九
）
、
安
永
六
年
正
月
十
四
日
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
窩
仕
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曼
殊
院
）
　
　
（
曼
殊
院
坊
富
）
　
　
　
　
　
　
（
曼
殊
院
坊
官
）

　
　
～
目
代
幸
世
神
前
二
而
能
楽
対
顔
二
付
、
幸
世
云
、
昨
日
御
殿
二
而
筑
前
守
談
合
無
之
、
中
務
卿
へ
｝
昨
晩
被
曝
聞
候
爵
申
談
議
処
、
中
務
卿
云
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曼
殊
院
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憂
殊
院
坊
官
）
　
　
　
　
　
（
典
仁
親
王
．
曼
殊
院
門
主
精
宮
父
）

　
　
　
（
中
略
）
前
々
6
　
宮
　
6
御
免
之
法
橋
位
之
事
、
宮
之
御
規
模
二
候
へ
者
、
是
迄
之
通
と
役
人
中
も
存
、
又
　
　
閑
　
　
院
　
　
宮
　
　
思
召
も
同
事
故
、

　
　
　
前
々
之
通
と
被
仰
渡
候
旨
被
申
候
、
（
後
略
）

　
＝
昨
晩
被
仰
聞
候
趣
」
と
は
「
是
迄
駆
通
」
と
す
る
命
令
を
指
す
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
曼
殊
院
坊
官
が
曼
殊
院
の
「
御
規
模
」
1
1
名
誉
と

し
て
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
か
か
る
坊
宮
の
志
向
性
こ
そ
が
勅
許
化
運
動
に
歯
止
め
を
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
加
え
て
、
傍
線
部
か
ら
は
、
曼
殊
院
坊
官
が
嵩
置
宮
典
仁
親
王
の
意
向
を
挺
子
に
し
つ
つ
、
「
是
迄
之
通
」
の
「
宮
6
御
免
之
法
橋
脇

を
命
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
か
よ
う
に
坊
官
が
典
仁
親
王
の
意
向
に
触
れ
た
背
景
は
、
安
永
五
年
時
点
で
の
門
主
一
－
精
々
が
幼
年
（
『
系

図
纂
要
』
に
よ
れ
ば
四
歳
）
で
あ
る
た
め
、
坊
官
が
門
主
の
判
断
を
仰
げ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
存
在
し
て
い
よ
う
。
と
は
い
え
、
前
述
の
ご

と
く
、
器
官
が
関
白
へ
の
交
渉
を
や
は
り
典
仁
親
王
に
依
頼
し
て
い
る
事
実
を
も
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
坊
官
が
上
述
し
た
志
向
性
を
現
実

の
も
の
と
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
門
主
で
は
な
く
、
門
主
実
家
、
よ
り
厳
密
に
は
門
主
父
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。
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ま
た
、
【
史
料
7
】
と
し
て
引
用
し
た
安
永
五
年
十
　
月
十
日
の
宮
仕
の
公
務
日
誌
に
は
、
引
用
し
た
箇
所
に
続
け
て
、
坊
官
ら
の
工
作
に

対
す
る
冨
永
左
衛
門
の
次
の
よ
う
な
評
価
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
何
分
坊
宮
・
諸
太
夫
共
不
急
二
心
、
勅
許
も
有
之
様
可
三
儀
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
典
仁
親
王
・
曼
殊
院
門
主
精
筥
父
）

勅
許
無
之
様
と
申
候
儀
如
何
之
御
心
底
二
候
哉
、
右
之
儀
　
　
閑
　
　
院
　
　
宮
　
　
へ
申
上
事
態
境
宮
様
御
塁
扁
額
故
二
候
、
位
階
等
之
儀
宮

方
之
御
構
重
池
儀
二
候
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
典
仁
親
王
へ
坊
官
ら
が
依
頼
し
た
の
は
、
門
主
の
「
御
里
」
擁
門
主
実
家
で
あ
る
か
ら
で
あ

ろ
う
と
推
察
し
、
位
階
等
の
こ
と
は
「
宮
方
」
闘
親
王
家
の
関
与
す
る
こ
と
で
は
本
来
な
い
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
宮
仕
に
よ
る
僧
位
勅
許
化
運
動
が
、
位
階
等
に
関
す
る
正
規
ル
ー
ト
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
内
証
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
挫
折
さ
せ
ら
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。
宮
仕
が
内
証
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
臼
指
し
た
僧
位
勅
許
化
は
、
同
じ
く
内
証
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

①
　
な
お
、
以
下
の
本
章
で
は
、
引
朋
・
叙
述
の
出
典
は
同
日
記
、
及
び
「
日
記
」

　
（
北
野
天
満
宮
所
蔵
・
宮
仕
一
九
九
）
の
当
該
隠
里
に
拠
る
。

②
『
日
本
史
大
事
典
騙
（
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
）
の
懲
永
宣
旨
扁
の
項
目
に
は
、

　
「
応
唱
・
院
宣
に
よ
る
場
合
も
永
宣
旨
と
称
す
る
」
と
あ
る
。

③
西
村
慎
太
郎
「
近
世
堂
上
公
家
と
地
下
官
人
の
家
礼
関
係
」
（
『
近
世
朝
廷
社
会

　
と
地
下
官
人
画
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
、
初
滋
二
〇
〇
三
年
）
、
二
九
六
頁
。

④
　
平
松
時
行
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
。
彼
は
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
〉
か
ら

　
明
和
七
年
ま
で
約
十
年
に
亘
っ
て
議
奏
で
あ
り
、
そ
の
後
は
院
伝
奏
へ
転
出
す
る

　
な
ど
、
朝
廷
内
の
重
役
を
務
め
、
政
務
に
通
じ
て
い
た
。
ま
た
、
平
松
家
は
近
衛

　
家
と
家
礼
関
係
に
あ
り
、
安
永
期
の
関
白
は
近
衛
内
訳
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点

　
を
踏
ま
え
れ
ば
、
平
松
時
行
を
朝
廷
の
中
枢
に
い
た
人
物
と
評
価
し
て
も
差
し
支

　
え
な
い
と
考
え
る
。

⑤
従
来
、
高
埜
利
彦
氏
に
よ
る
分
析
は
勿
論
、
圃
氏
の
成
果
を
引
属
す
る
諸
研
究

　
に
お
い
て
は
、
宗
派
を
単
位
と
し
て
僧
位
僧
官
の
叙
任
経
路
が
把
握
さ
れ
て
き
た

　
が
、
本
文
で
明
ら
か
に
し
た
ご
と
き
宗
派
を
跨
い
で
叙
任
経
路
が
関
連
し
て
い
た

　
と
い
う
実
態
は
、
そ
う
し
た
研
究
視
角
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

　
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
観
点
の
重
要
性
を
提
起
す
る
も
の
と
し
て
、
曼
殊
院
一

　
北
野
社
の
事
例
を
捉
え
て
お
き
た
い
。
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お
　
わ
　
り
　
に

以
上
、
安
永
一
件
の
展
開
と
構
造
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
冒
頭
で
述
べ
た
課
題
目
①
被
叙
任
者
・
門
跡
・
朝
廷

の
動
向
か
ら
見
た
叙
任
経
路
の
実
態
、
②
門
跡
の
管
掌
す
る
叙
任
経
路
に
関
す
る
高
埜
利
彦
氏
に
よ
る
理
解
の
妥
当
性
、
に
即
し
て
総
括
を
行

い
た
い
。



近世僧位僧官の叙任経路に関する一考察（石津）

　
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
は
、
安
永
一
件
に
お
け
る
宮
仕
・
曼
殊
院
祭
官
・
櫛
笥
隆
望
と
い
う
三
者
に
注
目
し
た
い
。
安
永
五
年
に
至

っ
て
、
宮
仕
は
、
自
身
だ
け
が
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
で
あ
る
た
め
、
天
皇
に
よ
る
勅
許
で
叙
任
さ
れ
る
神
人
と
自
身
と
の
序
列
が
改
変
す
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
に
突
き
動
か
さ
れ
、
僧
位
を
与
え
る
主
体
を
変
え
る
べ
く
、
僧
位
勅
許
化
運
動
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
僧
位
を
与

え
る
主
体
を
曼
殊
院
か
ら
天
皇
へ
と
変
更
し
よ
う
と
す
る
宮
仕
に
対
し
て
、
曼
殊
院
法
官
は
、
曼
殊
院
に
よ
る
叙
位
を
「
御
規
模
」
1
1
名
誉
と

す
る
態
度
を
取
り
、
内
証
ル
ー
ト
に
よ
る
工
作
を
行
う
こ
と
で
旧
来
の
叙
任
経
路
の
維
持
を
図
っ
た
。
ま
た
、
「
御
世
話
人
」
で
あ
る
櫛
笥
隆

望
も
、
仁
和
寺
な
ど
の
三
門
跡
を
念
頭
に
置
い
た
僧
位
僧
官
の
叙
任
経
路
体
系
に
お
け
る
均
衡
と
い
う
観
点
か
ら
、
宮
仕
の
僧
位
勅
許
化
に
反

対
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
。
か
く
し
て
僧
位
勅
許
化
運
動
は
挫
折
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
宮
仕
は
、
僧
位
勅
許
化
運
動
に
際
し
て
頼
っ
た
斎

藤
宮
内
少
輔
を
介
し
て
櫛
笥
の
同
意
を
得
る
こ
と
で
、
法
橋
に
叙
さ
れ
る
人
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
は
成
功
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
三
者
が
各
々
の
問
題
意
識
に
根
ざ
し
て
見
せ
た
如
上
の
動
向
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
門
跡
が
管
掌
し

た
叙
任
経
路
に
関
わ
っ
て
生
起
し
て
い
た
現
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
曼
殊
院
　
　
北
野
社
と
い
う
一
つ
の
事
例

に
即
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
か
か
る
三
者
の
動
向
に
注
意
す
る
と
き
、
安
永
一
件
か
ら
は
、
高
埜
氏
を
始
め
と
す
る
先
行
研
究
が
照
射
し
て

こ
な
か
っ
た
叙
任
経
路
の
実
態
を
見
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
門
跡
が
管
掌
し
た
叙
任
経
路
は
、
叙
任
主
体
を
門
跡
か
ら
天
皇

へ
変
更
す
る
か
否
か
と
い
う
次
元
で
問
題
化
す
る
場
合
が
あ
り
、
三
者
の
動
向
が
せ
め
ぎ
合
う
中
で
、
変
更
の
是
非
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
橋
に
叙
さ
れ
る
人
数
が
増
加
す
る
こ
と
で
安
永
一
件
が
収
束
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら

ば
、
従
来
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
門
跡
と
天
皇
の
い
ず
れ
が
僧
位
僧
官
の
叙
任
主
体
か
と
い
う
問
題
に
加
え
て
、
被
叙
任
者
の
人
数

と
い
う
問
題
も
、
門
跡
が
管
掌
し
た
叙
任
経
路
を
考
え
る
上
で
重
要
な
観
点
と
な
り
う
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
続
い
て
後
者
に
つ
い
て
。
ま
ず
は
、
第
一
章
第
二
節
の
分
析
を
想
起
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
享
保
二
十
年
以
降
、
曼
殊
院
は
祠
官
の
官
位
を

執
奏
し
て
勅
許
を
得
る
体
制
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
曼
殊
院
が
管
轄
し
て
い
た
北
野
社
の
叙
任
経
路
に
は
、
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
高
埜
氏
の

理
解
か
ら
漏
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
安
永
一
件
の
発
端
は
、
曼
殊
院
の
執
奏
に
よ
る
祠
宮
の
僧
官
再
興
で
あ
り
、
間
接
的
に
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で
は
あ
る
も
の
の
、
神
人
や
宮
仕
と
い
っ
た
他
の
被
叙
任
者
の
叙
任
経
路
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
点
で
、
祠
官
の
勅
許
と
い
う
叙
任
経
路
が

北
野
社
に
お
い
て
持
っ
て
い
た
存
在
意
義
は
大
き
い
。
こ
れ
に
加
え
て
、
勅
許
に
よ
る
叙
任
か
永
宣
旨
に
よ
る
叙
任
か
と
い
う
差
異
が
安
永
一

件
の
後
半
の
展
開
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
て
い
た
点
に
も
鑑
み
る
な
ら
ば
、
当
該
の
門
跡
が
管
掌
す
る
叙
任
経
路
を
、
如
上
の
二
種
類
の
叙
任

経
路
に
特
に
留
意
し
な
が
ら
正
確
に
復
元
す
る
こ
と
は
、
被
叙
任
者
・
門
跡
・
朝
廷
と
い
う
三
者
の
動
向
　
　
ひ
い
て
は
、
そ
れ
と
連
関
す
る

叙
任
経
路
の
変
更
の
是
非
と
い
う
問
題
一
を
考
え
る
上
で
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
作
業
と
い
え
よ
う
。
本
稿
冒
頭
に
指
摘
し
た
史
料
的
性
格
に

加
え
て
、
か
か
る
重
要
性
の
面
か
ら
も
、
本
稿
が
対
象
と
し
た
曼
殊
院
以
外
の
門
跡
に
つ
い
て
、
元
文
四
年
の
回
答
記
録
の
み
に
拠
る
こ
と
な

く
、
各
々
が
管
掌
す
る
叙
任
経
路
を
正
確
に
復
元
し
て
い
く
取
り
組
み
は
、
今
後
と
も
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
こ
ま
で
が
僧
位
僧
官
の
叙
任
経
路
に
関
す
る
本
稿
の
結
論
で
あ
る
が
、
本
稿
冒
頭
に
示
し
た
問
題
意
識
に
従
い
、
先
行
研
究
の
見
逃
し
て

き
た
神
社
伝
奏
の
実
態
に
言
及
す
る
こ
と
で
結
び
と
し
た
い
。
ま
ず
は
、
先
行
研
究
の
指
摘
を
押
さ
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
近
世
の
神
社
・
神

職
に
つ
い
て
体
系
的
な
検
討
を
行
っ
た
井
上
智
勝
氏
の
研
究
に
触
れ
た
い
。
氏
は
、
吉
田
家
の
支
配
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
神
社
・
神
職
が
神

社
伝
奏
を
頼
っ
て
官
位
執
奏
を
受
け
て
い
た
こ
と
や
、
吉
田
家
や
神
社
伝
奏
が
執
奏
し
た
官
位
に
よ
っ
て
、
在
地
神
社
・
社
会
の
祭
祀
秩
序
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

動
揺
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
神
社
伝
奏
の
役
割
の
一
つ
が
官
位
執
奏
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
神
社

伝
奏
の
実
態
の
一
側
面
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
筆
者
が
注
意
し
た
い
の
は
、
氏
の
扱
う
事
例
に
お
い
て
執
奏
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
官
位
が
い
ず
れ
も
俗
の
官
位
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
氏
以
外
の
神
社
伝
奏
に
関
説
す
る
論
考
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
方
、
か
か
る
様
相
と
本
稿
が
論
じ
て
き
た
内
容
と
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
見
た
よ
う
に
近
世
中
期
の
北
野
社
で
は
、
神
社
伝
奏
と
し
て
の
曼
殊
院
が
、
祠
官
・
目
代
・
神
人
の
僧
俗
の
官
位
を
執
奏
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
僧
俗
の
区
別
を
す
る
こ
と
な
く
官
位
を
執
奏
し
て
い
た
様
子
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
、
門
跡
が
神
社
伝
奏
で
あ
っ

た
場
合
の
様
相
で
あ
り
、
直
ち
に
神
社
伝
奏
一
般
、
と
り
わ
け
公
家
が
神
社
伝
奏
を
務
め
る
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
湧
い

て
こ
よ
う
。
し
か
し
、
第
＝
早
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
享
保
二
十
年
以
前
の
段
階
に
お
け
る
北
野
社
で
は
、
菅
原
氏
の
公
家
が
神
社
伝
奏
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近世僧位僧官の叙任経路に関する一一一・考察（石津）

と
し
て
官
位
執
奏
に
関
与
し
て
お
り
、
祠
官
の
僧
位
が
菅
原
氏
の
公
家
で
あ
る
高
辻
家
に
よ
っ
て
執
奏
さ
れ
る
と
と
も
に
、
未
遂
と
は
い
え
、

同
じ
高
辻
家
が
神
人
の
俗
の
位
階
を
執
奏
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
門
跡
の
み
な
ら
ず
、
公
家
も
ま
た
、

僧
俗
の
区
別
な
く
官
位
を
執
奏
し
う
る
存
在
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
り
、
実
態
と
し
て
の
神
社
伝
奏
は
、
先
行
研
究
が
描
く
よ
う
に

俗
の
官
位
の
み
を
執
奏
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
僧
俗
を
問
う
こ
と
な
く
官
位
を
執
奏
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
実
態
が
今
日
ま
で
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
背
景
の
一
つ
に
は
、
各
神
社
の
習
合
形
態
に
関
心
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
北
野
社
に
即
し
て
い
え
ば
、
第
～
章
第
一
節
で
見
た
ご
と
く
、
中
世
以
来
の
神
仏
習
合
の
下
で
、
近
世
に
お
い

て
も
祠
官
な
ど
の
僧
体
の
構
成
員
が
存
在
す
る
と
と
も
に
、
近
世
に
至
っ
て
か
ら
俗
体
の
神
人
が
内
部
組
織
に
お
い
て
伸
長
し
た
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
曼
殊
院
や
高
辻
家
が
執
奏
す
る
僧
俗
の
官
位
に
叙
任
さ
れ
る
僧
体
・
俗
体
の
構
成
員
の
混
在
が
近
世
申
期
の
北
野
社
に
現
出
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
か
か
る
各
神
社
で
構
造
化
し
て
い
た
近
世
の
神
仏
習
合
の
様
相
に
十
分
な
配
慮
を
す
る
こ
と
な
く
、
神
社
で
問
題
と
な
る
の
は

俗
の
官
位
だ
け
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
、
如
上
の
実
態
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
を
難
し
く
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
吉
田
家
と
神
仏
習
合
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
「
吉
田
神
道
の
成
立
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
吉
田
家
の
活
動
が
、
仏
教
か
ら
の
神
道
の

　
　
　
　
　
　
　
⑤

自
立
を
進
行
さ
せ
た
」
と
い
っ
た
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
吉
田
家
に
関
す
る
豊
富
な
研
究
蓄
積
と
相
侯
っ
て
、
議
論
が
進
ん
で
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
右
に
兇
た
ご
と
き
神
社
伝
奏
と
神
仏
習
合
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
世
の
神
仏
習
合
の
全
体
像
を
浮
か
び
上
ら
せ
る
た
め
に
は
、
吉
田
家
と
神
社
伝
奏
の
双
方
を
神
仏
習
合
と
関
連
さ
せ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
作
業
を
経
る
こ
と
で
初
め
て
、
近
代
初
頭
の
神
仏
分
離
の
全
体
像
の
解
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
稿
で
は
、
神
社
伝
奏
を
神
社
の
習
合
形
態
と
関
連
さ
せ
て
照
射
し
、
神
社
伝
奏
の
実
態
解
明
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
が
、

吉
田
家
を
含
む
如
上
の
展
望
に
つ
い
て
は
論
じ
え
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
明
記
し
、
ひ
と
ま
ず
欄
擬
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
井
上
智
勝
『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
鰍

　
二
編
第
一
章
、
及
び
第
三
編
第
一
章
。

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
、
第

②
高
埜
利
彦
門
江
戸
時
代
の
神
社
糖
度
」
（
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
匝

　
二
〇
～
四
年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
）
、
二
一
五
頁
。

吉
規
弘
文
館
、
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③
例
え
ば
、
稲
荷
社
・
松
尾
社
・
日
御
山
社
は
、
白
川
家
が
官
位
執
奏
を
担
っ
て
　
　
に
は
多
く
の
公
家
と
と
も
に
、
「
竹
内
」
（
憂
殊
院
）
が
「
北
野
酔
筆
の
「
伝
奏
」

　
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
俗
の
窟
位
で
あ
っ
た
（
藤
井
祐
介
「
近
世
後
期
　
　
　
　
　
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
（
『
京
都
御
役
既
向
大
概
覚
書
㎞
上
巻
、
清
文
堂
出
版
、

　
に
お
け
る
神
祇
伯
白
川
家
の
「
譜
代
」
神
社
管
掌
」
（
『
朱
隔
五
七
、
二
〇
一
四
　
　
　
　
　
一
九
八
八
年
、
三
〇
～
｝
一
一
三
頁
）
。
こ
う
し
た
同
時
代
に
お
け
る
認
識
を
踏
ま
え

　
年
V
、
六
三
～
六
四
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ば
、
門
跡
を
神
社
伝
奏
と
把
握
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

④
　
な
お
、
門
跡
を
神
社
伝
奏
と
把
握
す
る
点
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
。
享
保
二
　
　
　
　
⑤
　
井
上
智
勝
「
神
道
裁
許
状
と
諸
社
禰
窺
神
主
法
度
」
（
前
掲
註
①
井
上
著
書
、

　
～
三
年
の
編
纂
と
推
定
さ
れ
る
京
都
町
奉
行
所
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
「
京
都
御
　
　
　
　
　
初
出
二
〇
〇
五
年
）
、
六
七
頁
。

　
役
所
向
大
概
覚
書
漏
に
は
、
「
寺
社
伝
奏
之
事
漏
と
い
う
項
屠
が
あ
る
が
、
そ
こ

〔
付
記
〕
北
野
天
満
宮
所
蔵
史
料
の
閲
覧
に
際
し
て
は
、
北
野
天
満
宮
と
北
野
天
満
宮
史
料
刊
行
会
の
御
高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な

お
、
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
平
成
二
十
五
～
二
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）
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descriptlon　in　his　previous　works．　The　Wujun　zhi呉一志of　Fan　Chengda萢

成大，compiled　during　the　Southern　Song　period，　was　developed　from　but

reorganized　the　contents　that　Zhu　Changwen　had　arranged　in　the　PVbljun

tzijing　xwfi　Thjs　work　has　been　regarded　as　a　turnjng　point　in　the　form　of

historical　literature　from　diji地記（guide　books）to　dOpangzhi地方志（local

histories）．　Moreover，　the　Wumen　zongj’i呉門総集that　he　edited　as　a　separate

volume　of　the　Wuj’un　zhi　became　a　pioneering　work　in　document　collection

for　the　dt：fangzhi．　The　preseRt　study　discusses　the　historical　role　of　the

VVujun　tul’ing　xuii　in　the　process　of　the　development　of　dzlfangzhi．

The　lnstallation　Route　of　Official　Court　Rank　of　Priest　at　Kitano

　　　　　　　　　　　　　　　Shrine　in　the　Early　Modern　Ages

by

ISHIZU　Hiroyuki

　　This　article　considers　the　issue　of　the　route　to　appointment　of　Buddhist

Inonks　in　the　early　modern　perlod　to　3δげ僧位and∫σ々侃僧官，　the

government　ranks　and　offices　awarded　to　rnoRks．　As　regards　this　path　of

appointment　to　so－i　and　so－kan　in　the　early　modern　period　there　were　two

types：one　that　was　managed　by　the　monzeki門跡（temp｝es　headed　by

members　of　the　imperial　family）　and　another　by　temple　recommendation　via

theガ勿勧sδ寺院伝奏，　who　was　a　member　of　the　kuge公家（court　nobility）．

In　regard　to　the　former，　previous　scho｝arship　has　left　a　number　of　issues

unaddressed．　Specifically，　1）　insufficient　attentioR　kas　been　paid　to　the

movements　of　the　three　parties　iRvolved：　the　nominee　（the　monk　to　receive

investiture），　the　monzehi，　and　imperial　court　that　demonstrate　the　reality　of

the　path　to　appointment　and　2）　the　possibility　has　not　been　considered　that

another　path　to　appointment　may　have　existed　but　was　not　recorded　iR　the

primary　sources　ttsed　in　the　analysis　in　previous　scholarship．

　　Thus，　in　this　article　1　use　source　material　on　the　route　to　appointment　at

Kitano－sha，　a　shrine　managed　by　Manshu－in　（a　mon2eki　temple　affiliated　with

the　Tendai　school）　with　the　goal　of　overcoming　the　two　problems　stated

above．　The　focus　of　the　analysis　is　placed　not　on　Manshu－in，　but　instead　on

Kitano－sha　and　considers　the　character　of　the　entire　path　to　iRvestiture　at
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Kitano－sha．　Specifically，　1　focus　on　an　incident　（hereafter　called　the　An’ei

Incident）　regarding　the　route　of　appointment　that　embroiled　the　Kitano－sha

from　An’ei　2　to　An’ei　6　（1773－1776）．

　　Moreover，　earlier　scholarship　has　indlcated　that　theガ加飽ノ33δ神社伝奏

（noble　or　mon2ehi　officials　who　held　the　role　of　mediator　between　the　shrine

and　court）　was　one　of　the　chief　componeRts　of　shrine　officialdom　in　the　early

modern　period，　aRd　that　the　kan　’i　shi∬δ官位執奏（mediating　between　the

court　aRd　the　shrine　regardiRg　the　goverRment　rank　that　was　to　be

bestowed　on　the　shrine　official　by　the　court）　played　the　leading　role，　but

these　have　not　been　sufficiently　analyzed．　ln　regard　to　this　situation，　the

analysis　of　this　article　is　iinked　to　the　elucidation　of　the　reality　of　the　1’inja

tenso一　based　on　two　facts：　first，　Kitano－sha，　the　object　of　this　study，　was　a

shrine　that　was　related　to　theブ吻’a’θπ3σ，　and　second，　the　problem　of　the

path　of　appointment　to　so－i　and　so－han　analyzed　in　this　paper　was　on　occasion

accompanied　by　the　kan’i　shisso一．　For　these　reasons，　this　articie　has

significance　in　contributing　to　the　clarification　of　the　problem　of　how　shrines

and　shrine　personnel　were　organized　in　the　early　modern　period．

　　The　followiRg　two　points　were　made　clear　as　a　result　of　this　analysis．

First，　the　issue　of　who　was　to　be　appointed　became　problematic　in　this

period．　The　two　types　of　appointment　to　so－kan　or　so－i　involved　either

appointment　directly　by　the　monzehi　or　by　the　emperor　who　made　the

appointment　after　the　monzeki　had　employed　mediation　with　the　court．　The

latter　method　was　the　more　prestigious，　and　a　hierarchy　in　ranks　was

created　between　those　appointed　by　former　aRd　those　appointed　by　the

latter　method．　What　became　problematic　iB　the　An’ei　lncident　was　precisely

this　point．　Specifically，　monks　who　had　been　appointed　by　the　former　method

prior　to　the　An’ei　era　sought　a　change　so　they　could　be　re－appointed　in　the

latter　fashion．　However，　the　monzehi，　Manshu－in　in　this　case，　took　the

position　that　its　pride　was　at　stake　and　rested　in　it　ability　to　make　the

former　type　of　appointrneRt　and　would　not　permit　such　a　change．　As　the

court　likewise　surmised　that　if　it　permitted　this　change，　it　might　create　the

possibility　that　there　would　be　a　move　by　other　monzeki　in　addition　to

Manshu－in　to　seek　the　same　kind　of　alteration，　it　also　adopted　the　policy　of

not　recognizing　such　a　change．　ln　this　way　the　route　to　so－kan　and　so－i，　the

co．rrectness　of　the　change　was　determined　in　a　three－way　struggle　seen　in

the　movements　of　the　appointees，　the　monzeki，　and　the　court．　ln　addition，

analyzing　the　prirnary　sources　heJd　by　Kitano－sha，　1　discovered　the　previous

scholarship　had　overlooked　the　existence　of　another　route　to　investiture．
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Based　on　this　fact，　one　must　admit　that　there　is　room　for　a　reexamlnation　of

the　route　to　investiture　advocated　in　earlier　scholarship．

　　Secondly，　the　1’inja　tenso一　did　not　distinguish　between　lay　and　clerical　in

government　ranl〈s　when　acting　as　a　mediator　for　award　of　ranks　with　the

court．　Previously，　a　portrait　has　been　drawn　of　the　」’inja　tenso一　as　mediating

with　the　court　only　in　the　case　of　lay　ranks　（the　regular　award　of　ranks　to

shrine　personnel　aRd　Rot　monks），　but　the　fact　that　at　Kitano－sha　both　ranks

for　monks　and　for　lay　peopie　were　mediated　by　1’inja　tenso一　has　been　made

clear　by　analysis　of　the　An’ei　lncident．　ln　this　analysis　it　has　become

possible　to　discern　the　reality　of　the　」’i2ija　tenso一　that　had　been　overlooked　in

previous　scholarship．
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